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冷
戦
終
決
後
の
今
日
に
お
い
て
、
な
お
、
世
界
の
多
く
の
所
で
内
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
内
戦
に
外
国
が
介

入
す
る
こ
と
に
よ
り
国
際
化
す
る
こ
と
も
め
ず
ら
し
く
な
い
。
そ
の
介
入
す
る
外
国
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
政
府
を
作
る
た
め
、
あ
る

い
は
そ
の
外
国
と
同
じ
民
族
の
地
域
を
独
立
さ
せ
た
り
自
国
の
領
域
に
吸
収
す
る
た
め
に
、
そ
の
国
の
反
徒
を
支
持
し
、
あ
る
い
は
直

接
に
軍
隊
を
送
っ
て
支
援
す
る
。
こ
れ
は
冷
戦
時
代
か
ら
、
そ
し
て
冷
戦
終
了
後
の
今
日
に
お
い
て
も
世
界
の
各
地
に
見
ら
れ
る
現
象

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
外
国
の
介
入
そ
の
も
の
が
国
際
法
に
違
反
す
る
武
力
の
行
使
、
あ
る
い
は
外
国
の
内
政
へ
の
違
法
な
干
渉
に
な

る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
問
題
と
す
る
の
は
こ
の
武
力
行
使
の
禁
止
原
則
あ
る
い
は
不
干
渉
義
務
と
い
う
側
面
で
は
な
く
、

こ
の
よ
う
に
国
際
化
き
れ
た
内
戦
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
は
何
か
、
と
い
う
問
題
の
側
面
で
あ
る
。
前
者
の
問
題
が
国
際

法
上
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
武
力
紛
争
に
お
け
る
非
人
道
的
行
為
の
防
止
と
い
う
必
要
性
か
ら
、
後

者
の
問
題
も
見
過
ご
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
最
近
作
成
さ
れ
た
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
の
な
か
で
も
こ
の
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人

道
法
違
反
の
処
罰
が
規
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
（
第
八
条
２
項
仰
、
㈲
）
。

国
際
人
道
法
は
、
基
本
的
に
、
内
戦
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
法
と
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
法
と
の
二
元
的
構
造

（
２
）

を
有
す
麺
。
こ
の
区
別
は
、
徐
々
に
取
り
去
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
も
の
の
、
な
お
明
確
に
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
政
府

と
反
徒
の
間
に
お
い
て
は
「
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
」
が
適
用
さ
れ
、
あ
る
国
の
政
府
と
外
国
政
府
と
の
間
に
は
「
国
際
的

武
力
紛
争
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
」
が
適
用
さ
れ
る
。
で
は
、
外
国
が
介
入
し
て
「
国
際
化
」
し
た
内
戦
に
お
い
て
適
用

さ
れ
る
国
際
人
道
法
は
何
か
。
こ
の
国
際
化
し
た
内
戦
に
お
い
て
は
、
現
行
国
際
法
上
、
上
記
の
ふ
た
つ
の
国
際
人
道
法
が
同
時
並
行

的
に
適
用
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
徒
が
外
国
政
府
と
一
体
化
し
て
、
そ
の
外
国
の
「
機
関
」
と
考
え
ら
れ
る
な
ら

ば
、
そ
の
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
は
一
本
化
さ
れ
、
「
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
」
の
み
が
適
用
さ
れ

は
じ
め
に
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る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
は
、
そ
の
国
際
人
道
法
の
二
元
的
性
格
か
ら
理
論
的
に
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

実
際
の
ケ
ー
ス
に
当
て
は
め
て
検
証
す
る
と
い
う
こ
と
が
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
国
際
人
道
法
適
用
の
問
題
と
し

て
当
事
国
間
で
争
う
と
い
う
こ
と
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
既
存
の
政
府
は
反
徒
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
国
際
人
道

（
３
）

法
適
用
の
関
係
に
あ
る
か
を
あ
ま
り
明
確
に
は
せ
ず
、
実
際
上
の
問
題
と
し
て
処
理
し
た
が
る
傾
向
に
あ
っ
た
た
め
で
も
あ
る
。
し
か

し
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
ニ
カ
ラ
グ
ァ
事
件
判
決
で
は
こ
の
問
題
に
部
分
的
に
触
れ
ら
れ
、
さ
ら
に
、
旧
ユ
ー
ゴ
の
崩
壊
か
ら
生
じ
た
複
雑
な
「
旧

ユ
ー
ゴ
紛
争
」
の
な
か
で
な
さ
れ
た
戦
争
犯
罪
行
為
を
裁
く
旧
ユ
ー
ゴ
国
際
刑
事
裁
判
所
で
は
、
こ
の
「
国
際
化
さ
れ
た
内
戦
」
に
適

用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
を
明
確
に
確
定
す
る
必
要
性
が
生
じ
た
。
裁
判
、
時
に
刑
事
裁
判
で
あ
る
以
上
、
適
用
さ
れ
る
法
を
明
確
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
外
国
の
介
入
に
よ
り
国
際
化
さ
れ
た
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際

人
道
法
の
問
題
、
特
に
ど
の
よ
う
な
場
合
に
反
徒
が
外
国
の
機
関
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
を
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件
判

決
お
よ
び
旧
ユ
ー
ゴ
国
際
刑
事
裁
判
所
の
判
例
を
通
し
て
検
討
し
、
国
際
化
さ
れ
た
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
の
一
側
面
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

￣へ

３
角￣

グー､￣へ

２１
－グ～ジ
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Ｉ
内
戦
の
国
際
化
に
つ
い
て
の
現
行
国
際
人
適
法
と
ニ
カ
ラ
グ
ァ
事
件

国
際
化
さ
れ
た
内
戦
に
い
か
な
る
国
際
人
道
法
が
適
用
さ
れ
る
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
現
行
法
は
、
比
較
的
明
確
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
政
府
（
お
よ
び
そ
れ
を
支
援
す
る
外
国
政
府
）
と
反
徒
の
間
に
お
い
て
は
「
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
」
が
適
用
さ
れ
、

政
府
と
外
国
政
府
（
そ
し
て
外
国
政
府
と
外
国
政
府
）
と
の
間
に
は
「
国
際
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
」
が
適
用
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
伝
統
的
原
則
に
対
す
る
批
判
も
強
い
。
一
九
七
七
年
の
追
加
議
定
書
の
採
択
に
至
る
国
際
人
道
法
の
再
確
認
と

発
展
の
作
業
の
初
期
の
段
階
で
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
は
、
国
際
人
道
法
の
適
用
の
拡
大
が
犠
牲
者
の
保
護
に
つ
な
が

る
と
の
観
点
か
ら
、
国
際
化
さ
れ
た
内
戦
に
は
国
際
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
を
適
用
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
一
九
七
一
年

（
４
）

と
一
九
七
一
一
年
に
開
か
れ
た
政
府
派
遣
専
門
家
会
議
に
こ
の
問
題
を
議
題
に
の
せ
た
。
し
か
し
、
こ
の
会
議
で
政
府
派
遣
の
専
門
家
か

ら
は
、
そ
の
よ
う
な
国
際
人
道
法
の
適
用
の
拡
大
が
反
徒
の
地
位
の
承
認
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
強
い
反
対
が
示
さ
れ
た
。

結
局
多
く
の
専
門
家
に
よ
っ
て
伝
統
的
原
則
が
支
持
さ
れ
、
こ
の
問
題
は
、
追
加
議
定
書
作
成
の
た
め
の
外
交
会
議
二
九
七
四
年
’

一
九
七
七
年
）
で
は
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
最
近
の
学
説
に
お
い
て
も
、
こ
の
伝
統
的
な
原
則
が
現
行
国
際

（
５
）

法
で
あ
る
と
し
て
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
伝
統
的
原
則
は
、
一
九
八
六
年
の
国
際
司
法
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）
の
ニ
カ
ラ
グ
ァ
事
件
本
案
判
決
で
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件
判
鐘
、
特
に
国
際
人
道
法
の
適
用
に
関
し
て
の
分
析
、
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
す
る
坂
、
こ
こ
で
は
、

本
稿
の
主
題
で
あ
る
「
ど
の
よ
う
な
場
合
に
反
徒
が
外
国
の
機
関
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
」
に
つ
い
て
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
判
断
に

本
稿
の
主
題
で
あ
る
「
ど
（

的
を
絞
っ
て
検
討
し
た
い
。

Ｏ

こ
の
ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件
は
、
一
九
七
九
年
七
月
の
ニ
カ
ラ
グ
ァ
の
ソ
モ
サ
政
権
の
崩
壊
に
続
く
事
態
、
そ
し
て
そ
の
時
以
後
の
ア
メ

リ
カ
政
府
の
活
動
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
ソ
モ
サ
政
権
の
崩
壊
後
政
権
を
掌
握
し
た
サ
ン
デ
ィ
ニ
ス
タ
民
族
解
放
戦
線
（
Ｆ
Ｓ
Ｌ
Ｎ
）
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を
中
心
と
す
る
政
府
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
は
当
初
好
意
的
で
あ
っ
た
が
、
一
九
八
一
年
一
月
に
成
立
し
た
レ
ー
ガ
ン
政
権
は
、
ニ
カ
ラ

グ
ア
政
府
に
よ
る
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
の
ゲ
リ
ラ
へ
の
支
援
を
理
由
に
ニ
カ
ラ
グ
ア
へ
の
援
助
を
停
止
し
た
。
そ
し
て
、
コ
ン
ト
ラ
と
呼

ば
れ
る
ニ
カ
ラ
グ
ア
の
反
徒
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
は
公
然
と
援
助
を
与
え
る
よ
う
に
な
る
。
ニ
カ
ラ
グ
ア
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
コ
ン
ト

ラ
は
、
無
差
別
な
文
民
の
殺
害
、
拷
問
、
強
姦
、
誘
拐
な
ど
を
行
な
い
、
そ
し
て
、
こ
の
コ
ン
ト
ラ
に
対
し
て
有
効
な
支
配
を
ア
メ
リ

カ
が
行
な
っ
て
い
た
、
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
は
、
ア
メ
リ
カ
が
直
接
に
ニ
カ
ラ
グ
ア
の
港
へ
の
機
雷
敷
設
、
港
、
石
油
施

設
、
海
軍
基
地
な
ど
へ
の
攻
撃
を
行
な
っ
た
、
と
主
張
し
た
。
こ
れ
ら
の
ア
メ
リ
カ
の
行
為
を
国
際
法
違
反
と
し
て
ニ
カ
ラ
グ
ァ
は
一

（
８
）

九
八
四
年
四
月
に
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
訴
え
、
そ
の
本
案
判
決
は
一
九
八
一
ハ
年
六
月
一
一
七
日
に
下
さ
れ
た
。

こ
の
事
件
に
お
い
て
の
一
つ
の
争
点
が
、
こ
の
コ
ン
ト
ラ
が
ア
メ
リ
カ
の
「
機
関
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。

ニ
カ
ラ
グ
ア
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
コ
ン
ト
ラ
は
ア
メ
リ
カ
政
府
に
よ
り
組
織
さ
れ
、
給
与
を
支
払
わ
れ
、
そ
し
て
指
揮
さ
れ
る
、
ア
メ

リ
カ
の
軍
隊
で
あ
る
、
と
さ
れ
麺
。
も
し
こ
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
こ
の
紛
争
は
内
戦
で
は
な
く
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
と
ア
メ
リ
カ
の

間
の
国
際
紛
争
の
み
と
な
り
、
コ
ン
ト
ラ
が
行
な
っ
た
と
さ
れ
る
す
べ
て
の
人
道
法
違
反
行
為
に
つ
い
て
当
然
に
ア
メ
リ
カ
に
直
接
貿

任
が
帰
属
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、
こ
の
ニ
カ
ラ
グ
ア
の
主
張
を
認
め
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
、
判
決

は
、
い
く
ぶ
ん
不
明
確
で
は
あ
る
が
、
コ
ン
ト
ラ
全
体
が
ア
メ
リ
カ
の
軍
隊
と
し
て
認
定
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
と
、
コ
ン
ト

ラ
の
兵
士
に
よ
る
個
々
の
人
道
法
の
違
反
行
為
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
政
府
に
責
任
が
帰
属
す
る
か
と
い
う
問
題
を
、
区
別
し
て
考
え
て

ま
ず
前
者
の
点
に
つ
い
て
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
裁
判
所
が
入
手
し
た
証
拠
・
資
料
か
ら
、
裁
判
所
は
、
コ
ン
ト
ラ
軍

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
す
べ
て
の
活
動
が
、
そ
の
紛
争
の
す
べ
て
の
段
階
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て
完
全
に
考
案
さ
れ
た
戦
略
・

戦
術
を
反
映
し
て
い
た
、
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
裁
判
所
の
見
解
で
は
、
コ
ン
ト
ラ
の
活
動
の
た
め
の
ア
メ
リ
カ
当
局
の
支

い
る
。
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こ
と
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
す
べ
て
の
分
野
で
の
支
配
の
程
度
を
ア
メ
リ
カ
が
実
際
に
行
使
し
て
い
た
、
と
い
う
明
ら
か
な
証
拠
は
な

Ⅶ
壁
「
要
す
る
に
、
裁
判
所
の
入
手
し
た
証
拠
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ラ
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
の
形
態

の
援
助
は
、
そ
の
コ
ン
ト
ラ
の
活
動
の
遂
行
に
と
っ
て
決
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
の
援
助
へ
の
そ
の
完
全
な
従
属
を
示

す
に
は
不
十
分
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
．
：
コ
ン
ト
ラ
が
、
法
上
、
ア
メ
リ
カ
軍
と
同
一
視
で
き
る
、
と
判
断
す
る

（
画
）

こ
と
は
な
お
さ
ら
で
き
な
い
。
」
「
コ
ン
ト
ラ
軍
の
指
導
者
た
ち
の
選
定
、
就
任
、
そ
し
て
給
与
支
払
い
の
問
題
は
、
単
に
、
そ
の
軍
の

従
属
性
の
程
度
の
あ
る
一
つ
の
側
面
に
す
ぎ
な
い
學

府
の
た
め
に
行
動
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
正
し
い
か
ど
う
か
、
で
あ
る
。
・
・
・
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ラ
に
提

供
さ
れ
た
多
く
の
援
助
及
び
そ
の
他
の
支
援
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ン
ト
ラ
を
ア
メ
リ
カ
の
た
め
に
行
動
し
て
い
た
も
の
と
し
て
扱
う

援
は
、
数
年
の
間
に
多
様
な
形
澤
嘩
－
－
兵
姑
支
援
、
サ
ン
デ
ィ
ニ
ス
タ
軍
の
位
置
や
動
き
に
つ
い
て
の
情
報
の
提
供
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
；
の
高
度
態
手
段
の
使
用
、
戦
場
放
送
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
健
闘
レ
ー
ダ
ー
到
達
範
脳
な
ど
ｌ
を
と
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る

亟
一
「
裁
判
所
が
分
析
し
た
大
量
の
文
書
に
よ
る
証
拠
お
よ
び
証
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
は
、
被
告
国
が
ニ
カ
ラ
グ
ア
に
お
け

る
コ
ン
ト
ラ
軍
を
「
創
設
し
た
」
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
・
・
・
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
が
、
「
直
接
的
か
つ

決
定
的
准
戦
闘
支
援
」
ｌ
少
な
く
と
も
こ
の
こ
と
ば
の
表
現
が
、
こ
の
支
援
が
ア
メ
リ
カ
の
職
脚
部
隊
に
よ
る
直
接
の
介
入
と
同
義

の
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
解
き
れ
る
薮
ら
ば
ｌ
を
与
え
た
り
、
あ
る
い
は
す
べ
て
の
コ
ン
ト
ラ
の
活
動
が
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て
完
全

に
考
案
さ
れ
た
戦
略
・
戦
術
を
反
映
し
て
い
る
、
と
い
う
認
定
を
証
拠
は
示
し
て
い
な
い
。
他
方
、
ア
メ
リ
カ
当
局
が
Ｆ
Ｄ
Ｎ
に
対
す（
Ⅲ
〉

る
財
政
、
訓
練
、
装
備
、
武
器
そ
し
て
組
織
化
に
つ
い
て
大
幅
の
援
助
を
行
な
っ
た
こ
と
は
明
確
で
あ
る
、
と
裁
判
所
は
考
え
る
。
」

「
こ
こ
で
裁
判
所
が
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
コ
ン
ト
ラ
の
ア
メ
リ
カ
政
府
に
対
す
る
関
係
が
一
方
の
側
の
従
属
，
他
方

の
側
の
支
配
の
関
係
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
法
上
、
コ
ン
ト
ラ
を
ア
メ
リ
カ
政
府
の
機
関
と
同
一
視
し
た
り
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
政
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反
が
な
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
そ
の
国
が
そ
の
軍
事
的
・
準
軍
事
的
活
動
の
実
効
的
支
配

〈
脂
）

（
応
）

と
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
裁
判
所
は
論
じ
て
い
る
。

裁
判
所
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
コ
ン
ト
ラ
軍
全
体
が
ア
メ
リ
カ
に
属
す
る
顛
隊
で
あ
る
と
い
う
ニ
カ
ラ
グ
ァ
の
主
張
を
退
け
、
し

た
が
っ
て
コ
ン
ト
ラ
軍
に
よ
る
人
道
法
違
反
の
す
べ
て
が
当
然
に
ア
メ
リ
カ
に
帰
属
す
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
し
た
。
た
だ
し
、
裁
判

所
は
、
コ
ン
ト
ラ
軍
の
兵
士
に
よ
る
人
道
法
違
反
の
資
任
が
一
切
ア
メ
リ
カ
に
帰
属
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
の

で
あ
り
、
そ
の
コ
ン
ト
ラ
軍
兵
士
に
よ
る
個
々
の
違
反
行
為
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
が
具
体
的
に
関
与
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
限
り
で

そ
の
個
別
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
に
責
任
が
帰
属
す
る
こ
と
を
断
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
コ
ン
ト
ラ
の
財
政
援
助
、
組
織

化
、
訓
練
、
供
給
及
び
装
備
、
そ
の
軍
事
的
・
準
軍
事
的
目
標
の
選
定
、
そ
し
て
そ
の
活
動
全
体
の
計
画
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
参
加

は
、
ｌ
た
と
え
そ
れ
が
圧
倒
的
で
あ
り
、
あ
る
い
は
決
定
的
で
あ
る
と
し
て
も
ｌ
ニ
カ
ラ
グ
ァ
に
お
け
る
コ
ン
ト
ラ
の
箪
事
岫

準
軍
事
的
活
動
中
に
コ
ン
ト
ラ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
行
為
を
ア
メ
リ
カ
に
帰
属
さ
せ
る
た
め
に
は
、
裁
判
所
の
有
す
る
証
拠
に
よ
れ
ば
、

な
お
、
そ
れ
自
体
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
を
裁
判
所
は
述
べ
た
。
上
記
の
す
べ
て
の
形
態
の
ア
メ
リ
カ
の
参
加
、
さ
ら

に
は
被
告
国
家
に
よ
る
高
度
の
従
属
性
で
の
軍
隊
に
対
す
る
一
般
的
支
配
（
、
の
。
①
『
巳
８
ニ
ゴ
・
｝
）
で
す
ら
、
さ
ら
な
る
証
拠
が
な
け
れ

ば
、
そ
れ
自
体
で
は
、
ア
メ
リ
カ
が
原
告
国
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
る
人
権
及
び
人
道
法
に
反
す
る
行
為
の
実
行
を
命
じ
た
り
あ
る
い
は

強
制
し
た
り
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
行
為
は
ア
メ
リ
カ
の
支
配
が
な
く
て
も
コ
ン
ト
ラ
の
構
成
員
に
ょ
っ

て
な
さ
れ
う
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
行
動
が
ア
メ
リ
カ
の
法
的
責
任
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
に
は
、

（
４
）
こ
の
一
九
七
一
年
と
一
九
七
二
年
の
政
府
派
避
専
門
家
会
議
に
お
け
る
こ
の
問
題
の
群
細
に
つ
い
て
は
、
樋
口
一
彦
、
前
掲
、
注
（
１
）
、

二
二
１
一
一
九
頁
参
照
。

←
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
主
張
さ
れ
る
遠

（
の
魚
の
目
『
の
８
コ
耳
。
］
）
を
有
し
て
い
た
こ
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グー、￣

６５
－－￣〆

（
７
）

（
８
）

（
９
）

〆■～戸■へ

１１１０
－ｸﾞ～＝

グー、￣、￣、辞￣、￣■

１６１５１４１３１２
，－〆、‐＝､－…￣、一夕

樋
口
一
彦
、
前
掲
、
注
（
１
）
、
一
二
○
～
一
二
二
頁
。

。
シ
の
回
○
ｏ
ｚ
○
虚
罰
Ｚ
－
ｚ
○
二
『
】
』
ヨ
シ
再
く
シ
ｚ
Ｏ
も
少
困
シ
巨
眉
ヨ
シ
幻
く
少
○
弓
】
く
弓
田
②
】
ヱ
ン
ｚ
ロ
ン
○
シ
】
ｚ
の
弓
Ｚ
旨
シ
団
尹

。
ご
ン
（
ｚ
一
○
ン
｝
ヘ
ン
○
Ｃ
シ
ご
・
Ｃ
Ｚ
－
弓
団
Ｃ
ｍ
Ｂ
シ
目
の
○
句
シ
冨
団
、
］
○
シ
）
旨
向
四
目
ｍ
・
ぎ
§
冒
冨
・
目
（
ト
ｆ
・
ヘ
ミ
ロ
ミ
ミ
の

『
。
（
・
※
×
戸
三
・
・
閏
・
本
判
決
に
つ
い
て
、
杉
原
高
嶺
「
ニ
カ
ラ
グ
ァ
に
対
す
る
軍
事
的
活
動
事
件
（
本
案
）
」
「
国
際
法
外
交
雑
誌
」
第
八

九
巻
第
一
号
、
お
よ
び
、
広
部
和
也
「
ニ
カ
ラ
グ
ア
に
お
け
る
お
よ
び
同
国
に
対
す
る
軍
事
的
・
準
軍
事
的
活
動
事
件
－
ニ
カ
ラ
グ
ァ
事
件

二
本
案
に
関
す
る
判
決
」
波
多
野
里
望
・
尾
崎
重
義
編
著
「
国
際
司
法
裁
判
所
判
決
と
意
見
・
第
二
巻
（
一
九
六
四
－
九
三
年
）
」

｛
。
（
且
・
・
己
口
『
、
。
］
。
Ｐ

「
》
（
巳
・
》
己
口
『
ロ
」
】
Ｐ

｛
ひ
ａ
・
も
、
『
、
．
］
ｇ
・
な
お
、
こ
の
Ｆ
Ｄ
Ｎ
と
は
、
コ
ン
ト
ラ
を
榊
成
す
る
二
つ
の
主
要
な
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
の
一
つ
で
、
主
に
ホ
ン
デ
ュ
ラ

ス
国
境
付
近
で
活
動
し
た
。
（
一
ヶ
ａ
・
も
、
『
口
・
巴
・
）

｛
ず
ａ
：
：
『
、
．
］
＆
（
傍
線
は
筆
者
）

｝
ひ
（
且
：
已
口
『
口
」
つ
の
．

樋
口
一
彦
、
前
掲
、
注
（
１
）
、
一
二
三
～
一
二
七
頁
。

樋
口
一
彦
、
前
掲
、
注
（
１
）
、
一
二
三
頁
。

。
シ
の
ヨ
○
ｏ
ｚ
○
国
罰
ｚ
］
ｚ
○
三
Ｆ
］
弓
鈩
勾
く
シ
ヱ
ロ
勺
シ
田
シ
三
Ｆ
］
弓
シ
房
く
シ
Ｑ
『
｜
く
弓
冒
の
］
Ｚ
シ
ｚ
Ｃ
シ
○
シ
ｌ
ｚ
ｍ
弓
Ｚ
』
○
少
因
少

。
□
シ
〈
Ｚ
一
○
シ
一
｛
ン
○
□
シ
こ
・
ご
ｚ
一
己
因
Ｃ
ｍ
Ｂ
シ
弓
団
、
○
句
シ
三
国
因
一
○
シ
）
・
三
国
切
弓
Ｐ
与
息
の
。
冒
巨
○
『
日
｛
ト
⑯
明
。
（
ミ
Ｂ
９
（
Ｐ
（
②

く
Ｃ
ｌ
・
〆
〆
く
・
Ｚ
○
・
ｍ
・
ロ
③
３
』
屋
．

｛
Ｃ
（
ａ
５
ｂ
ｍ
『
、
」
］
函
・

津
風
・
も
四
『
口
・
』
」
。
．
（
傍
線
は
筆
者
）

こ
の
点
に
関
し
て
ア
ゴ
ー
判
事
の
個
別
意
見
参
照
。
（
。
シ
の
回
○
ｏ
ｚ
。
■
鹿
ｚ
三
○
三
Ｆ
』
ヨ
シ
罰
ペ
ン
Ｚ
Ｃ
勺
少
切
シ
富
Ｆ
』
弓
シ
両
ペ

ン
○
弓
一
く
弓
扁
の
】
ヱ
ン
ヱ
ロ
ン
の
シ
］
ｚ
の
弓
Ｚ
］
○
シ
”
し
。
ロ
ン
（
ｚ
自
○
シ
”
シ
ロ
ロ
ン
ぐ
・
ロ
ｚ
】
自
国
□
の
ヨ
ン
ヨ
向
の
○
句
シ
三
国
困
冒
シ
）
》

（
国
際
轡
院
）
参
照
。



内戦の国際化と国際人道法（樋口_彦）265

Ⅱ
旧
ユ
ー
ゴ
国
際
刑
事
裁
判
所
判
例

一
九
九
一
年
六
月
の
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
及
び
ス
ロ
ベ
ニ
ア
共
和
国
に
よ
る
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
か
ら
の
分
離
独
立
の
宣
言
、
そ
し
て

そ
れ
に
つ
づ
く
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
軍
と
ス
ロ
ベ
ニ
ア
共
和
国
防
衛
隊
と
の
間
の
軍
事
衝
突
、
さ
ら
に
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
軍
と

ク
ロ
ア
チ
ア
と
の
間
の
戦
闘
の
勃
発
か
ら
「
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
」
は
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
翌
九
二
年
三
月
の
ポ
ス
ニ
ァ
・
ヘ
ル

（
Ⅳ
）

ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
独
立
宣
言
を
き
っ
か
け
に
、
ポ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
お
い
て
も
内
戦
が
発
生
し
た
。
こ
の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ

ア
紛
争
に
お
い
て
な
さ
れ
た
数
多
く
の
残
虐
行
為
が
世
界
の
注
目
を
集
め
、
そ
の
対
応
と
し
て
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
（
以
下

「
国
連
安
保
理
」
あ
る
い
は
「
安
保
理
」
と
い
う
）
は
、
そ
の
紛
争
に
お
い
て
国
際
人
道
法
違
反
行
為
を
行
な
っ
た
者
を
訴
追
す
る
た

（
旧
）

め
に
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
の
国
際
裁
判
所
を
設
置
す
る
こ
と
を
一
九
九
一
一
一
年
五
月
一
一
五
日
に
決
定
し
た
。
こ
の
国
際
裁
判
所
設
置
に
い
た
る

（
肥
》

経
緯
に
つ
い
て
は
別
稿
で
検
討
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。
た
だ
、
次
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
は
必
要
で
あ

（
別
）

る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
九
一
一
一
年
一
月
一
一
六
日
の
暫
定
報
告
甑
お
よ
び
一
九
九
四
年
五
月
一
一
七
日
の
最
終
報
告
書
に
お
い
て
「
安
全
保
障

理
事
会
決
議
七
八
○
二
九
九
二
）
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
専
門
家
委
員
会
」
は
、
「
当
該
武
力
紛
争
の
性
格
と
複
雑
さ
、
お
よ
び

当
事
者
が
相
互
に
結
ん
だ
人
道
的
問
題
に
関
す
る
一
連
の
協
定
に
よ
っ
て
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
領
域
に
お
け
る
武
力
紛
争
全
体
に
、

国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
法
を
適
用
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
が
正
当
化
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
委
員
会
の
見
解
で
あ
る
」

（
錘
）

と
述
べ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
他
方
、
国
連
事
務
総
長
報
上
口
書
に
お
い
て
は
、
規
程
草
案
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
と
し
て
「
時
間
的
管
轄
権

に
関
し
て
、
安
全
保
障
理
事
会
決
議
八
○
八
（
一
九
九
三
）
は
、
国
際
裁
判
所
の
管
轄
権
を
、
「
一
九
九
一
年
以
後
」
に
な
さ
れ
た
連

の
因
勺
少
甸
少
弓
国
○
勺
閂
三
目
ｏ
ｚ
ｏ
可
」
ロ
ロ
○
国
シ
○
○
七
回
『
Ｐ
⑩
．
〕
③
‐
』
『
・
岑
冨
⑩
『
怠
貝
（
。
■
旦
旧
⑩
函
。
（
旨
｛
ロ
肘
、
日
』
②
ぐ
。
］
・
〆
〆
く
ご
Ｚ
。
。
。
．
）

こ
の
ア
ゴ
ー
の
意
見
で
は
、
コ
ン
ト
ラ
全
体
の
行
動
と
個
々
の
櫛
成
員
の
行
動
を
必
ず
し
も
区
別
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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反
に
及
ぼ
し
て
い
る
。
事
務
総
長
は
こ
れ
を
一
九
九
一
年
一
月
一
日
以
後
の
時
間
を
意
味
す
る
も
の
と
解
釈
す
る
。
こ
れ
は
い
か
な
る

特
定
の
事
件
に
も
つ
な
が
ら
な
い
特
性
の
な
い
日
付
（
ロ
⑦
昌
日
］
：
←
の
）
で
あ
り
、
そ
し
て
、
明
ら
か
に
、
こ
の
紛
争
の
国
際
的
な
性
質

あ
る
い
は
国
内
的
性
質
に
つ
い
て
の
い
か
な
る
判
断
も
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
考
え
を
示
す
こ
と
を
意
図
さ
れ
て
い
る
里

と
解
説
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
専
門
家
委
員
会
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
紛
争
全
体
に
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法

（
汎
）

が
適
用
さ
れ
る
と
考
え
た
け
れ
ど
も
、
事
務
総
長
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
で
は
｝
」
の
点
に
関
し
て
は
「
判
断
し
な
い
」
と
し
て
い
る
の
で
あ

（
鰯
）

る
。
そ
し
て
、
こ
の
裁
判
所
設
置
を
決
定
し
た
安
保
理
の
議
事
録
か
ら
は
、
こ
の
旧
ユ
ー
ゴ
紛
争
の
性
格
に
つ
い
て
安
保
理
と
し
て
の

（
鰯
－
且
〉

判
断
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
専
門
家
委
員
会
の
暫
定
報
坐
口
書
の
な
か
で
明
硴
に
「
旧
ユ
ー
ゴ
紛
争
全
体
に
た
い
し

て
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
が
適
用
さ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
明
確
に
は
支
持
せ
ず
に

こ
の
点
に
つ
い
て
の
明
言
を
避
け
た
こ
と
は
、
こ
の
問
題
を
裁
判
所
の
判
断
に
委
ね
た
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

グー、￣～￣、－－￣、￣、グー､￣、

２４２３２２２１２０１９１８１７
■-戸､－－、－＝、_‐－戸、－〆、－〆、＝＝

高
瀬
尚
一
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
崩
壊
」
「
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
』
五
四
三
号
（
一
九
九
六
年
四
月
）
一
一
～
一
七
頁

の
、
罰
固
の
、
居
『
（
己
冨
）

樋
口
一
彦
、
前
掲
、
注
（
１
）
、
一
三
一
～
一
一
一
一
八
頁

の
、
」
忠
一
、
ｓ
←

の
、
面
冨
三
．
ン
目
の
×
一

ｍ
、
温
『
三
つ
日
Ｐ
Ｓ
．

樋
口
一
彦
、

の
、
⑭
呂
三

こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
の
理
論
的
な
批
判
と
し
て
、
樋
口
一
彦
、
前
掲
、
注
（
１
）
、
一
三
二
～
一
三
四
頁
な
お
、
旧
ユ
ー
ゴ
国
際

裁
判
所
設
置
後
の
一
九
九
四
年
五
月
二
七
日
に
出
さ
れ
た
最
終
報
告
轡
に
お
い
て
こ
の
専
門
家
委
員
会
は
、
「
戦
争
犯
罪
の
概
念
を
含
む
国

一
つ
、
『
■
・
←
９
の
、
］
忠
一
、
ヨ
ー
ン
コ
コ
の
×
己
、
３
．
倉
．
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〈
１
〉
『
且
一
．
事
件

旧
ユ
ー
ゴ
国
際
刑
事
裁
判
所
が
個
別
の
事
件
の
裁
判
を
行
な
う
う
え
で
、
こ
の
旧
ユ
ー
ゴ
紛
争
の
性
格
づ
け
の
問
題
は
避
け
て
通
れ

な
い
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
刑
事
裁
判
に
お
い
て
被
告
に
適
用
さ
れ
る
法
規
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で

あ
り
、
そ
し
て
国
際
人
道
法
に
お
い
て
国
際
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
法
と
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
法
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当

該
紛
争
の
性
格
づ
け
は
当
該
裁
判
の
大
前
提
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
旧
ユ
ー
ゴ
紛
争
の
性
格
づ
け
に
つ
い
て
一
連
の
裁
判
所
判
決
の

先
例
と
な
っ
て
い
る
の
が
こ
の
弓
且
旨
事
件
に
関
す
る
諸
判
決
で
あ
る
。

〆￣、

2５

（
躯
）

ａ
）
こ
の
占
妙
に
つ
い
て
○
す
ユ
⑪
←
Ｃ
つ
す
の
『
Ｑ
句
８
口
三
○
○
ｇ
属
目
ず
の
□
の
こ
の
｝
。
ご
『
ロ
の
ゴ
ー
。
「
｛
。
←
の
『
二
口
芦
ｏ
ｐ
Ｐ
］
四
口
目
、
己
日
ユ
、
。
Ｓ
四
三
ケ
竺

言
の
一
員
の
『
二
目
。
：
」
○
円
】
且
口
口
一
日
『
一
ヶ
口
。
、
｜
「
・
『
夢
の
可
・
コ
ゴ
の
『
く
こ
、
。
の
一
巴
旨
一
．
圏
宣
目
、
（
§
句
計
ぺ
の
日
Ｃ
Ｏ
・
討
ミ
ロ
ミ
⑮
＆

三
口
（
（
：
②
ト
ロ
ミ
く
○
一
口
目
の
回
（
］
ｇ
②
）
弓
・
］
］
の
‐
】
］
『
・
参
照
。

の
、
勺
ぐ
・
呂
弓

内
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
慣
習
国
際
法
が
存
在
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
」
（
の
、
］
ｇ
《
、
①
忌
鈩
目
の
×
ご
ｍ
『
Ｐ
圏
・
）
「
国
際
裁
判
所
規

程
第
三
条
に
言
及
さ
れ
る
戦
争
の
法
規
ま
た
は
慣
習
の
述
反
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
な
さ
れ
た
犯
罪
で
あ
っ
て
国
内
的
武
力
紛
争

に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
」
（
の
、
ご
翼
、
ｓ
邑
尹
目
の
ｘ
ご
ｍ
『
ｍ
・
望
．
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
規
程
第
三
条
が
国
内
的
武
力
紛
争

に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
の
違
反
を
含
む
か
ど
う
か
は
、
後
の
裁
判
で
論
じ
ら
れ
る
が
（
こ
の
点
に
つ
い
て
、
樋
口
一
彦
「
内
戦
に
適
用

さ
れ
る
国
際
人
道
法
の
違
反
に
対
す
る
処
罰
（
｜
）
（
二
．
完
）
」
「
流
大
法
学
』
第
五
八
号
．
五
九
号
参
照
）
、
こ
の
専
門
家
委
員
会
は
、
こ

の
よ
う
な
「
内
戦
に
お
い
て
は
戦
争
犯
罪
の
概
念
が
な
い
」
と
い
う
従
来
の
伝
統
的
な
見
解
か
ら
出
発
し
、
し
か
し
そ
れ
で
は
も
し
旧
ユ
ー

ゴ
紛
争
の
な
か
に
内
戦
が
存
在
す
れ
ば
そ
こ
に
は
戦
争
犯
罪
者
処
肋
の
国
際
人
道
法
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
で
は
こ
の
裁
判

所
の
設
置
そ
の
も
の
の
意
義
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
無
い
よ
う
に
旧
ユ
ー
ゴ
紛
争
全
体
を
国
際
紛
争
と
し
て

扱
お
う
と
し
た
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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曰
色
＆
・
被
告
は
、
一
九
九
二
年
に
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
ボ
ス
ニ
ァ
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
オ
マ
ル
ス
ヵ
（
○
日
日
⑫
百
）
に
お
い

て
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
法
に
反
し
て
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
行
為
を
け
し
か
け
、
他
の
人
に
殺
人
を
強
制
し
、
そ
し
て
抑
留
さ
れ
て
い
る

イ
ス
ラ
ム
教
徒
を
暴
行
・
拷
問
し
た
と
し
て
、
一
九
九
四
年
二
月
に
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
政
府
に
よ
り
逮
捕
ざ
れ
拘
束
さ
れ
て
い
た
。

旧
ユ
ー
ゴ
国
際
刑
事
裁
判
所
は
、
こ
の
弓
且
旨
に
対
す
る
裁
判
管
轄
を
委
譲
す
る
要
請
を
ド
イ
ツ
に
対
し
て
行
な
う
こ
と
を
決
定
し
、

こ
れ
に
ド
イ
ツ
が
応
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
弓
Ｐ
ｅ
ｏ
の
身
柄
が
国
際
裁
判
所
に
引
き
渡
さ
れ
た
。
一
九
九
五
年
六
月
に
弓
血
＆
・
側
は
、
手

続
き
及
び
証
拠
規
則
に
基
づ
き
予
謙
申
請
を
提
出
し
た
。
こ
の
予
辮
申
請
は
、
被
告
を
裁
く
国
際
裁
判
所
の
権
限
を
三
項
目
か
ら
争
う

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
国
際
裁
判
所
の
不
適
当
な
設
立
、
国
際
裁
判
所
の
優
越
性
の
不
適
当
な
是
認
、
そ
し
て
国
際
裁
判
所
の
事
項

的
管
轄
権
に
対
す
る
異
議
で
あ
る
。
こ
の
被
告
の
予
審
申
請
に
つ
い
て
の
第
一
審
裁
判
部
に
よ
る
判
決
が
、
一
九
九
五
年
八
月
一
○
日

（
妬
）

に
下
さ
れ
、
そ
し
て
、
上
訴
裁
判
部
に
よ
る
判
決
が
一
九
九
五
年
一
○
月
一
一
日
に
示
さ
れ
た
。
こ
の
管
轄
権
に
関
す
る
上
訴
裁
判
部
判

（
”
）
（
訂
１
３
）

決
を
受
け
て
、
弓
Ｐ
ｇ
－
Ｄ
の
有
罪
を
認
め
る
第
一
審
裁
判
部
の
判
決
が
一
九
九
七
年
五
月
七
日
に
下
さ
れ
た
。

管
轄
権
に
関
す
る
第
一
審
裁
判
部
判
決
で
は
、
裁
判
所
規
程
第
二
条
二
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
対
す
る
重
大
な
違
反
行

為
）
に
つ
い
て
も
、
規
程
第
三
条
（
戦
争
の
法
規
ま
た
は
慣
習
の
違
反
）
に
つ
い
て
も
、
そ
の
適
用
に
お
い
て
国
際
的
武
力
紛
争
の
存

在
は
必
要
で
は
な
い
、
と
判
断
し
た
。
そ
し
て
第
一
審
裁
判
部
は
、
当
該
武
力
紛
争
の
性
質
に
関
し
て
何
ら
の
認
定
を
も
行
な
わ
な
か
つ

（
記
）

た
。
し
か
し
、
管
轄
権
に
関
す
る
上
訴
裁
判
部
判
決
で
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
全
体
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
づ
け
る

べ
き
と
す
る
検
察
側
の
主
張
を
否
定
し
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
は
、
国
際
的
側
面
の
部
分
と
国
内
的
側
面
の
部
分
が
あ
る
と
し
、

（
西
）

そ
し
て
、
黙
示
的
で
は
あ
る
が
、
本
件
犯
罪
行
為
が
そ
の
国
内
紛
争
と
し
て
の
側
面
に
お
い
て
な
さ
れ
た
と
判
断
し
た
。
こ
の
管
轄
権

判
決
に
続
く
、
弓
Ｐ
Ｓ
Ｄ
の
有
罪
を
認
め
る
第
一
審
裁
判
部
の
判
決
（
一
九
九
七
年
判
決
）
で
は
、
弓
Ｐ
ａ
・
の
犯
罪
行
為
が
国
内
的
武
力

紛
争
下
に
お
い
て
な
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
特
に
幻
ｇ
昌
一
】
８
ｍ
『
つ
め
百
（
ポ
ス
ニ
ァ
・
ヘ
ル
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ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
セ
ル
ビ
ア
人
の
団
体
）
の
軍
隊
で
あ
る
Ｖ
Ｒ
Ｓ
が
、
新
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
（
セ
ル
ビ
ア
及
び
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
か
ら
成
る

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
共
和
国
）
の
軍
隊
と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。
以
下
こ
の
点
に
つ
い
て
こ
の
第

一
審
裁
判
部
判
決
二
九
九
七
年
判
決
）
を
分
析
し
よ
う
。

こ
の
一
九
九
七
年
判
決
で
の
一
つ
の
中
心
的
論
点
は
、
裁
判
所
規
程
第
二
条
の
適
用
に
関
連
し
て
、
ポ
ス
ニ
ア
紛
争
に
お
け
る
ポ
ス

ニ
ア
の
反
徒
団
体
が
外
国
の
軍
隊
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
紛
争
が
国
際
的
武
力
紛
争
と
認
め
ら
れ
る
か
、
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
上
訴
裁
判
部
の
判
決
に
お
い
て
旧
ユ
ー
ゴ
紛
争
全
体
を
国
際
紛
争
と
し
て
位
置
付
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は

退
け
ら
れ
て
お
り
、
ポ
ス
ニ
ア
紛
争
が
ポ
ス
ニ
ア
政
府
と
ポ
ス
ニ
ア
の
反
徒
団
体
と
の
間
の
紛
争
に
限
定
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
は
国

内
的
紛
争
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ポ
ス
ニ
ア
紛
争
（
こ
の
な
か
で
弓
且
旨
被
告
の
犯
罪
行
為
が
行
な
わ
れ
た
）
が
国
際

的
紛
争
と
し
て
考
え
ら
れ
る
最
後
の
可
能
性
と
し
て
ポ
ス
ニ
ア
の
セ
ル
ビ
ア
人
組
織
が
新
ユ
ー
ゴ
の
軍
隊
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き

〈
鋤
》

ろ
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
判
決
が
認
定
し
て
い
る
事
実
関
係
を
整
理
し
よ
う
。

（
狐
）

犯
罪
行
為
の
行
な
わ
れ
た
○
℃
⑪
←
】
目
勺
『
】
）
の
」
・
『
地
区
（
○
日
Ｐ
『
、
百
は
こ
の
中
に
あ
る
）
に
お
け
る
紛
争
当
事
者
、
そ
し
て
ポ
ス

ニ
ア
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ピ
ナ
紛
争
全
体
の
主
た
る
紛
争
当
事
者
は
ポ
ス
ニ
ア
政
府
と
ポ
ス
ニ
ア
の
セ
ル
ピ
ァ
人
で
あ
る
。
前
者
（
ポ
ス
ー
ー

ア
政
府
）
は
法
上
の
（
』
の
）
員
の
）
国
家
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
後
者
（
ポ
ス
ニ
ァ
の
セ
ル
ビ
ァ
人
）
は
囚
の
已
呂
］
－
８

ｍ
目
⑭
百
の
旗
印
の
も
と
で
領
域
を
支
配
し
、
そ
し
て
少
な
く
と
も
一
九
九
二
年
五
月
一
九
日
以
前
に
は
Ｊ
Ｎ
Ｒ
（
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ

ア
連
邦
軍
）
の
支
援
を
受
け
、
あ
る
い
は
そ
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
五
月
一
九
日
以
後
Ｖ
Ｒ
Ｓ
（
か
つ
て
Ｊ
Ｎ
Ｒ
の
一
部
で
あ
つ

（
型
〉

た
も
の
で
、
新
ユ
ー
ゴ
に
よ
っ
て
罰
の
已
巨
目
８
，
円
□
⑫
百
に
移
さ
れ
た
軍
隊
）
を
保
持
し
た
。
被
告
Ｓ
ｍ
＆
Ｃ
は
、
一
九
九
一
一
年
五
月

二
三
日
ご
ろ
か
ら
一
二
月
一
一
一
一
日
ご
ろ
ま
で
の
間
に
お
け
る
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
起
訴
さ
れ
て
い
る
輝
、
こ
の
五
月
一
九
日
ま
で
に
新

ユ
ー
ゴ
は
ポ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
か
ら
撤
退
し
、
こ
の
日
以
後
”
の
己
色
目
８
，
ｓ
切
百
は
Ｖ
Ｊ
（
新
ユ
ー
ゴ
軍
）
及
び
新
１
－
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（
弧
）

（
弱
）

ゴ
政
府
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
法
的
実
体
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
安
保
理
決
議
七
五
一
一
に
対
応
し
、
一
九
九
一
一
年
五
月
一
九
日
を
境
と

し
て
Ｊ
Ｎ
Ｒ
は
ポ
ス
ニ
ァ
か
ら
公
式
に
撤
退
す
る
と
と
も
に
、
Ｊ
Ｎ
Ｒ
は
新
ユ
ー
ゴ
軍
と
し
て
の
Ｖ
Ｊ
と
幻
の
で
：
］
］
８
ｍ
目
⑭
冒
軍
と

し
て
の
Ｖ
Ｒ
Ｓ
に
分
離
き
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
形
式
上
は
こ
の
日
以
後
ボ
ス
ニ
ア
紛
争
は
ボ
ス
ニ
ア
政
府
と
ボ
ス
ニ
ァ
の
セ
ル

ビ
ア
人
（
■
の
□
：
一
一
ｓ
②
『
冨
冨
）
と
の
間
の
「
内
戦
」
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
お
こ
の
Ｖ
Ｒ
Ｓ
が
新
ユ
ー
ゴ
の
軍
隊
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
日
以
後
も
ボ
ス
ニ
ア
政
府
と
新
ユ
ー
ゴ
政
府
の
間
の
国
際
的
武
力
紛
争
が
継
続
し
て
い
る
、
と
言
え
な
い
か
ど

う
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
こ
の
こ
と
を
判
断
す
る
た
め
に
こ
の
一
九
九
七
年
判
決
は
、
こ
の
Ｖ
Ｒ
Ｓ
と
Ｖ
Ｊ
（
あ
る
い
は
新
ユ
ー
ゴ

政
府
）
と
の
間
の
関
係
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
す
る
。

こ
こ
で
裁
判
所
は
、
こ
の
問
題
が
、
「
た
と
え
一
方
の
側
に
大
き
な
依
存
関
係
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
件
に
つ
い
て
言
え
ば

・
で
凰
息
勺
。
）
の
」
。
『
の
占
領
を
含
む
Ｖ
Ｒ
Ｓ
の
行
為
が
新
ユ
ー
ゴ
に
帰
属
し
う
る
と
い
う
よ
う
な
、
他
方
に
対
す
る
支
配
の
関
係
が
あ

る
の
か
ど
う
か
」
で
あ
る
と
し
、
そ
し
て
そ
の
「
支
配
の
関
係
」
と
い
う
の
は
Ｖ
Ｒ
Ｓ
が
戦
争
必
需
品
に
つ
い
て
Ｖ
Ｊ
及
び
新
ユ
ー
ゴ

に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
「
Ｖ
Ｊ
及
び
新
ユ
ー
ゴ
が
そ
の
依
存
関
係
に
内
在
す
る
支
配
の
潜
在
的
な
力
を
行
使
し

た
こ
と
、
あ
る
い
は
も
し
そ
の
よ
う
な
関
係
で
な
け
れ
ば
新
ユ
ー
ゴ
政
府
の
支
配
下
に
自
ら
を
置
く
と
い
う
選
択
を
行
な
っ
て
い
た
で

｛
妬
》

あ
ろ
う
」
と
一
言
ｐ
え
る
か
ど
う
か
で
あ
る
と
整
理
す
る
。

そ
し
て
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
Ｖ
Ｒ
Ｓ
と
新
ユ
ー
ゴ
と
の
指
揮
関
係
に
注
目
す
る
。
○
℃
：
目
勺
口
］
の
９
．
『
に
お
け
る
一
九
九
二
年

五
月
一
九
日
以
後
の
事
件
に
つ
い
て
Ｖ
Ｒ
Ｓ
部
隊
の
指
揮
を
執
っ
て
い
た
の
は
ヨ
ロ
｜
旨
中
将
（
ク
ラ
ィ
ナ
第
一
軍
（
」
ｍ
芹
【
且
旨
四

○
．
Ｓ
ｍ
）
司
令
官
）
で
あ
る
が
、
こ
の
ク
ラ
ィ
ナ
第
一
軍
は
、
Ｖ
Ｒ
Ｓ
幕
僚
本
部
（
三
回
旨
の
国
魚
）
の
指
揮
下
に
あ
り
、
こ
の
Ｖ
Ｒ

Ｓ
幕
僚
本
部
の
指
揮
を
執
っ
て
い
た
の
は
三
」
且
一
・
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
新
ユ
ー
ゴ
政
府
が
こ
の
巨
］
□
＆
。
あ
る
い
は
Ｖ
Ｒ
Ｓ
幕
僚
本

部
を
指
揮
・
支
配
し
て
い
た
こ
と
の
十
分
な
直
接
的
証
拠
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
た
う
え
で
、
裁
判
所
は
、
新
ユ
ー
ゴ
が
Ｖ
Ｒ
Ｓ
の
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・
軍
事
行
動
を
実
効
的
に
支
配
し
て
い
た
と
推
論
す
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
次
の
二
つ
の
要
因
か
ら
検
討
す
る
。
第
一
の
要
因
は
、

ポ
ス
ニ
ア
の
セ
ル
ビ
ア
人
系
で
な
い
旧
Ｊ
Ｎ
Ａ
の
士
官
た
ち
を
Ｖ
Ｒ
Ｓ
部
隊
に
そ
の
ま
ま
移
行
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
の
士
官
が
新
ユ
ー
ゴ
政
府
か
ら
直
接
に
指
示
を
受
け
て
い
た
証
拠
は
な
く
、
ク
ラ
イ
ナ
第
一
軍
司
令
官
曰
呂
・
の
指
揮
下
で
行
動
し

て
い
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
裁
判
所
は
、
こ
れ
ら
の
士
官
が
新
ユ
ー
ゴ
の
た
め
に
行
動
し
て
い
た
、
と
言
う
こ
と
は

で
き
な
い
。
第
二
の
要
因
は
、
’
九
九
二
年
五
月
一
九
日
以
後
も
ク
ラ
イ
ナ
第
一
軍
の
す
べ
て
の
士
官
の
俸
給
が
新
ユ
ー
ゴ
に
よ
っ
て

引
き
続
き
支
払
わ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
給
与
だ
け
で
な
く
新
ユ
ー
ゴ
は
Ｖ
Ｒ
Ｓ
の
予
算
に
つ
い
て
貴
任
を
負
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
裁
判
所
は
、
そ
の
よ
う
な
資
金
調
達
が
も
た
ら
す
依
存
関
係
は
、
組
織
の
支
配
そ
の
も
の
と
同
じ
で
は
な
く
「
支
配
の
可
能

（
師
）

性
」
を
も
た
ら
す
に
す
ぎ
な
い
と
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
Ｖ
Ｒ
Ｓ
が
直
接
新
ユ
ー
ゴ
の
指
揮
の
下
に
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
う
え
で
、
新
ユ
ー
ゴ
が
Ｖ
Ｒ
Ｓ

を
そ
の
指
揮
下
に
置
く
必
要
が
無
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
の
一
九
九
七
年
判
決
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
函
の
‐

己
：
一
］
８
ｍ
目
②
百
の
政
治
指
導
者
た
ち
は
新
ユ
ー
ゴ
と
合
体
し
て
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
セ
ル
ビ
ァ
人
地
域
を
統
合
す
る
と
い
う
目

的
を
公
言
し
て
お
り
、
新
ユ
ー
ゴ
（
そ
し
て
Ｖ
Ｊ
）
に
と
っ
て
Ｖ
Ｒ
Ｓ
に
対
し
て
調
整
と
は
異
な
る
な
ん
ら
か
の
現
実
の
支
配
を
行
使

し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
必
要
で
は
な
か
っ
た
。
因
の
已
号
｝
一
ｓ
の
『
冨
百
（
そ
し
て
Ｖ
Ｒ
Ｓ
）
が
、
新
ユ
ー
ゴ
（
そ
し
て
Ｖ

Ｊ
）
と
同
じ
戦
争
目
的
を
保
持
し
つ
づ
け
る
か
ぎ
り
、
そ
し
て
Ｖ
Ｒ
Ｓ
と
Ｖ
Ｊ
が
そ
の
活
動
の
調
整
を
行
な
い
う
る
か
ぎ
り
、
新
ユ
ー

ゴ
（
そ
し
て
Ｖ
Ｊ
）
に
と
っ
て
Ｖ
Ｒ
Ｓ
に
戦
争
遂
行
上
の
支
援
を
与
え
る
こ
と
で
十
分
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
同
盟
軍
と
し
て
の
活
動
の

調
整
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
従
っ
て
、
新
ユ
ー
ゴ
は
、
Ｖ
Ｊ
に
よ
る
物
資
供
給
へ
の
Ｖ
Ｒ
Ｓ
の
依
存
を
通
し
て
、
Ｖ
Ｒ
Ｓ
に

大
譽
潅
影
響
力
ｌ
そ
し
て
お
そ
ら
く
支
配
す
ら
も
ｌ
を
及
ぼ
す
総
力
を
祷
っ
て
い
た
と
言
え
る
け
れ
ど
も
、
新
ユ
ー
ゴ
及
び
ｖ
ｊ

が
Ｖ
Ｒ
Ｓ
の
実
際
の
軍
事
行
動
を
指
揮
し
た
り
、
そ
の
指
揮
を
試
み
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
と
、
本
裁
判
部
が
結
論
を
下
す
証
拠
は
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な
い
。
」
新
ユ
ー
ゴ
が
そ
の
依
存
に
内
在
す
る
支
配
の
可
能
性
を
利
用
し
た
り
、
Ｖ
Ｒ
Ｓ
に
対
す
る
実
効
的
支
配
を
行
な
っ
た
、
と
い

う
証
拠
は
不
十
分
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
８
号
’
－
８
ｍ
『
己
切
百
は
、
大
セ
ル
ビ
ァ
を
達
成
す
る
と
い
う
同
じ
目
的
を
持
つ
新
ユ
ー
ゴ
の

単
な
る
同
盟
国
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
Ｖ
Ｒ
Ｓ
は
、
８
ｍ
目
口
弔
『
」
）
の
』
・
円
に
お
い
て
も
ま
た
よ
り
一
般
的
に
も
新
ユ
ー
ゴ
政
府
の
事
実

上
の
機
関
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
裁
判
所
は
判
断
し
極
。

こ
の
第
一
審
裁
判
部
判
決
（
一
九
九
七
年
判
決
）
に
お
け
る
規
程
第
一
一
条
の
適
用
に
関
し
て
三
・
□
。
：
一
二
判
事
が
個
別
及
び
反
対
意

見
を
述
べ
て
い
る
。
三
ｅ
ｏ
ｐ
ｍ
丘
判
事
の
主
張
は
、
こ
の
当
該
武
力
紛
争
は
国
際
的
紛
争
で
あ
っ
た
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
根
拠
は
、

Ｖ
Ｒ
Ｓ
は
新
ユ
ー
ゴ
の
軍
隊
と
し
て
認
識
で
き
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
三
Ｄ
Ｄ
Ｃ
目
匡
判
事
の
主
張
は
二
段
櫛
え
の
も
の
で

あ
り
、
ま
ず
、
新
ユ
ー
ゴ
は
実
効
的
に
Ｖ
Ｒ
Ｓ
を
支
配
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
Ｖ
Ｒ
Ｓ
は
新
ユ
ー
ゴ
の
軍
隊
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
述

べ
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
Ｖ
Ｒ
Ｓ
を
新
ユ
ー
ゴ
の
軍
隊
と
認
識
す
る
た
め
に
は
「
実
効
的
支
配
」
の
要
件
ま
で
は
必
要
で
は
な
く
、
三

方
の
依
存
・
他
方
の
支
配
」
の
関
係
が
あ
れ
ば
十
分
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
三
８
．
局
Ｅ
判
事
の
基
本
的
な
認
識
と
し
て
Ｖ
Ｒ

（
羽
》

（
仰
）

Ｓ
の
創
設
は
「
擬
制
」
あ
る
い
は
「
奇
計
」
で
あ
り
、
一
九
九
一
一
年
五
月
一
九
日
を
境
と
す
る
Ｊ
Ｎ
Ａ
か
ら
Ｖ
Ｒ
Ｓ
及
び
Ｖ
Ｊ
へ
の
組

織
の
変
更
も
何
ら
実
質
を
伴
う
も
の
で
は
な
く
、
依
然
と
し
て
Ｖ
Ｒ
Ｓ
は
新
ユ
ー
ゴ
の
軍
隊
で
あ
り
続
け
た
。
従
っ
て
新
ユ
ー
ゴ
が
こ

の
日
以
後
も
Ｖ
Ｒ
Ｓ
を
実
効
的
に
支
配
し
て
い
た
の
だ
が
、
し
か
し
Ｖ
Ｒ
Ｓ
が
新
ユ
ー
ゴ
の
軍
隊
で
あ
る
と
い
う
た
め
に
は
こ
の
「
実

効
的
支
配
」
の
基
準
で
は
な
く
、
「
依
存
と
支
配
」
の
関
係
で
足
り
る
と
い
う
こ
と
が
ニ
カ
ラ
グ
ァ
事
件
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
判
決
の
正
し
い
読

こ
の
よ
う
に
判
決
（
多
数
意
見
）
と
言
・
□
○
百
一
」
判
事
の
結
論
は
異
な
る
が
、
事
実
関
係
の
認
識
に
ず
れ
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
の

評
価
に
お
い
て
見
解
の
相
違
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
亘
Ｃ
Ｏ
Ｃ
。
Ｐ
丘
判
事
も
「
Ｖ
Ｒ
Ｓ
が
一
九
九
二
年
五
月
一
九
日
以

（
妃
）

後
公
式
に
ベ
オ
グ
ー
フ
ー
ド
（
新
ユ
ー
ゴ
政
府
）
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
証
拠
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」
こ
と
を
認
め
て
い
る
し
、

効
的
支
配
」
（

み
方
で
あ
る
、

｛
他
）

し
」
い
、
つ
。



273 内戦の国際化と国際人適法（樋口一彦）
他
方
多
数
意
見
も
「
一
九
九
二
年
五
月
一
九
日
ご
ろ
の
Ｊ
Ｎ
Ａ
及
び
新
ユ
ー
ゴ
政
府
の
行
動
は
、
罰
の
己
巨
目
８
ｍ
目
、
官
軍
（
Ｖ
Ｒ
Ｓ
）

の
行
動
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
法
的
責
任
を
負
わ
な
い
た
め
の
必
要
な
客
観
的
要
素
の
冷
静
か
つ
意
図
的
な
創
設
に
他
な
ら
な
ど
と

考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
麺
。
し
か
し
、
こ
の
両
者
の
関
係
を
．
方
の
他
方
へ
の
依
存
度
の
高
い
同
盟
国
の
関
係
」

と
と
ら
え
る
か
、
「
依
存
と
支
配
の
関
係
を
通
し
て
の
機
関
の
関
係
」
と
と
ら
え
る
か
の
評
価
の
違
い
と
な
っ
て
い
る
。
多
数
意
見
と

三
Ｓ
ｃ
目
｝
」
判
事
の
意
見
と
の
相
違
の
第
二
の
点
は
、
本
稿
の
テ
ー
マ
の
よ
り
本
質
的
な
部
分
で
あ
る
。
多
数
意
見
が
Ｖ
Ｒ
Ｓ
を
新

ユ
ー
ゴ
の
軍
隊
と
し
て
考
え
る
こ
と
、
つ
ま
り
新
ユ
ー
ゴ
の
機
関
と
し
て
認
識
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
「
実
効
的
支
配
」
に
言
及
し

（
“
》

て
い
る
の
に
対
し
て
、
三
。
□
・
口
角
］
』
判
事
は
、
こ
の
「
実
効
的
支
配
」
の
基
準
は
ニ
カ
ラ
グ
ァ
ー
Ｃ
Ｊ
判
決
に
お
い
て
機
関
の
認
定

で
は
な
く
私
人
の
行
為
の
国
家
へ
の
帰
属
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
機
関
の
関
係
に
お
い
て
必
要
な
基
準
は
「
依
存
と

（
鴨
）

支
配
」
の
関
係
で
あ
る
、
と
論
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
三
・
Ｃ
ｏ
ｐ
ｍ
Ｅ
判
事
は
多
数
意
見
に
つ
い
て
ニ
カ
ラ
グ
ァ
ー
Ｃ

Ｊ
判
決
を
誤
っ
て
理
解
し
、
別
の
基
準
を
適
用
し
た
と
批
判
す
る
。
し
か
し
、
実
際
、
こ
の
「
実
効
的
支
配
」
の
基
準
と
「
依
存
と
支

配
」
の
基
準
と
は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
は
、
ニ
カ
ラ
グ
ァ
判
決
に
お
い
て
も
ｇ
Ｃ
ｏ
ｏ
ｇ
］
」
判
事
の
意
見
に
お
い
て
も
決
し
て
明

ら
か
で
は
な
い
。

（
泌
）
樋
口
一
彦
「
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
の
違
反
に
対
す
る
処
罰
（
｜
）
」
「
流
大
法
学
』
第
五
八
号
二
二
○
～
二
二
一
頁

（
幻
）
○
口
⑩
の
ｚ
○
・
円
弓
‐
農
‐
』
‐
弓
ｂ
Ｈ
ｏ
ｍ
Ｃ
ｏ
ｇ
ｏ
『
ご
・
Ｂ
ｍ
Ｓ
ｏ
（
」
口
９
，
日
の
ゴ
ー
）
（
一
己
の
『
百
日
（
。
■
ｐ
』
ト
ロ
Ｅ
ｍ
Ｑ
Ｕ
ｏ
、
扇
ぐ
○
Ｆ
】
】
国
已
己
」
Ｉ
。
『
員
の
可
０

百
貝
（
。
■
Ｐ
（
旧
の
町
ロ
』
ミ
ミ
の
『
（
具
い
く
。
］
・
〆
〆
〆
く
】
》
三
○
・
一
・
（
ご
召
）
つ
つ
・
垣
９
１
）

（
幻
１
ａ
）
こ
の
判
決
に
つ
づ
い
て
一
九
九
七
年
七
月
一
四
日
に
第
一
審
裁
判
部
は
多
く
の
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
「
同
時
執
行
の
刑
の
宣
告
（
８
７

２
『
『
の
三
ｍ
の
貝
の
二
８
ｍ
）
」
を
行
い
、
そ
の
最
大
の
二
○
年
の
自
由
刑
が
目
印
曰
。
に
科
さ
れ
る
刑
剛
と
な
っ
た
。
〈
ン
＼
圏
、
召
。
「
の
、
巳
②
『

、
己
①
可
ｏ
５
ｓ
』
コ
ミ
ロ
（
司
各
ｏ
、
再
旦
暮
①
一
員
の
日
日
（
・
ロ
ロ
（
旱
＆
§
ｐ
こ
◎
１
訂
も
、
・
の
⑯
・
貝
（
。
■
９
℃
９
の
・
盲
の
罰
⑯
、
石
・
再
い
＆
』
の
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デー、￣〆白、

３０２９２８
、＝〆、－－￣〆

_へへ〆＝、

３８３７３６
、＝〆、‐〆、＝〆

－－￣、￣、〆￣、￣、

３５３４３３３２３１
、－〆～〆、‐〆、－〆、－〆

弓
、
、
§
・
便
い
く
（
・
』
§
・
再
“
＆
』
ミ
。
、
：
（
（
・
ロ
ロ
』
西
ミ
ヨ
§
§
、
（
§
ト
：
》
ｏ
・
ミ
ヨ
Ｒ
ミ
ヨ
Ｓ
⑮
自
可
ミ
（
・
ｑ
ｇ
ｓ
①
、
。
、
ミ
の
、

帛
疽
、
。
の
』
ｐ
貝
。
②
旨
：
』
迫
田
：
『
Ｐ
ｇ
・
》
』
頁
⑩
３
日
目
・
再
旦
Ｐ
Ｐ
Ｅ
幻
６
０
，
（
②
く
○
一
」
】
ぬ
己
勺
・
田
③
ｌ
）
な
お
、
弁
護
側
お
よ
び
検
察
側

の
双
方
が
上
訴
し
て
い
る
。
（
し
、
＄
、
函
］
①
‐
の
、
〕
忠
の
、
冨
『
可
旨
寺
」
§
§
』
巧
§
・
員
旦
民
意
一
員
Ｓ
冨
昌
・
目
（
旱
（
①
§
。
』
百
、

＆
⑬
、
、
・
の
Ｒ
§
・
再
旦
勺
⑯
『
豚
。
：
幻
の
い
む
。
冑
の
畳
⑯
百
、
、
§
・
に
②
く
（
。
（
：
・
百
ｍ
ｇ
』
貝
、
、
。
§
・
；
こ
｛
ミ
自
己
日
軋
§
ト
ロ
（
ご

○
・
ヨ
ョ
ミ
＆
冒
暮
①
『
可
司
菖
ｏ
ｑ
ｇ
Ｓ
⑩
希
。
、
日
。
、
昏
町
。
②
（
ロ
ミ
ロ
②
（
。
：
ご
巴
で
口
吋
口
患
・
）

樋
口
一
彦
、
前
掲
、
注
（
妬
）
、
二
二
二
～
二
二
三
頁

樋
口
一
彦
「
内
職
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
適
法
の
違
反
に
対
す
る
処
刑
（
二
．
完
）
」
「
琉
大
法
学
」
第
五
九
号
、
一
六
二
－
一
六
六
頁

こ
の
一
九
九
七
年
判
決
に
お
い
て
は
、
直
接
的
に
は
犯
罪
行
為
の
犠
牲
者
が
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
四
条
約
第
四
条
に
規
定
さ
れ
る

「
紛
争
当
事
国
又
は
占
領
国
の
権
力
内
に
あ
る
者
で
そ
の
紛
争
当
事
国
又
は
占
領
国
の
国
民
で
な
い
も
の
」
に
該
当
す
る
か
、
と
い
う
点
で

こ
の
問
題
を
考
え
て
い
る
が
（
。
、
・
９
（
・
》
の
§
ミ
ニ
・
芦
の
弓
ロ
ロ
『
Ｐ
ヨ
②
）
、
こ
れ
は
結
局
こ
の
犯
罪
行
為
が
国
際
紛
争
の
状
況
下
で
な
さ
れ

た
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
も
し
こ
れ
が
肯
定
さ
れ
れ
ば
、
裁
判
所
規
程
第
三
条
の
適
用
に
も
影
響
す
る
の
で
あ
る
。

○
口
の
の
Ｚ
○
・
一
弓
－
℃
へ
‐
】
‐
シ
勾
忌
（
○
℃
．
。
Ｒ
・
章
②
皮
己
、
ロ
ゴ
○
一
の
』
）
巳
、
『
四
・
『
①
．

。
ご
・
。
（
〔
・
』
の
筐
七
「
ロ
ゴ
○
一
の
画
『
己
、
『
、
⑪
。
、
①
②
‐
③
の
一
・

｛
ひ
（
且
。
ご
つ
ロ
『
口
⑩
．
』
・
Ｐ
、
．

｛
ｃ
昼
・
・
で
⑪
『
園
・
呂
噌
・
中
震
・

一
九
九
二
年
五
月
一
五
日
採
択
。
こ
の
決
議
の
な
か
で
安
保
理
は
、
Ｊ
Ｎ
Ａ
に
よ
る
ポ
ス
ニ
ァ
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
外
部
か
ら
の
介
入
の

停
止
（
第
三
項
）
、
及
び
ポ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
内
の
Ｊ
Ｎ
Ａ
部
隊
を
撤
退
さ
せ
る
こ
と
、
ま
た
は
ポ
ス
ニ
ァ
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ

政
府
の
支
配
下
に
置
く
こ
と
、
ま
た
は
解
隊
・
武
装
解
除
さ
せ
る
こ
と
（
第
四
項
）
、
を
求
め
て
い
る
。

○
℃
．
。
層
・
】
②
臣
、
、
ｐ
ｐ
ｏ
－
の
面
『
石
印
『
、
・
団
の
函
・

｛
Ｃ
（
ｇ
・
ぎ
っ
ロ
『
口
の
画
②
②
Ｉ
の
Ｃ
画
・

｛
ひ
（
＆
・
ぐ
つ
の
『
口
の
③
つ
い
Ｉ
ｍ
Ｃ
『
。
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九
月
一
三
日
）
は
、
弓
Ｐ
＆
・
事
件
判
決
（
一
九
九
七
年
五
月
七
日
）
よ
り
時
間
的
に
前
の
も
の
で
あ
る
。
）

被
告
三
日
勾
昌
ｏ
は
、
ヘ
ル
ッ
ェ
グ
・
ポ
ス
ナ
・
ク
ロ
ァ
チ
ァ
共
同
体
（
Ｈ
Ｂ
）
（
ポ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ピ
ナ
共
和
国
の
ク

ロ
ァ
チ
ァ
人
勢
力
）
の
軍
隊
で
あ
る
ク
ロ
ァ
チ
ァ
防
衛
評
議
会
（
Ｈ
Ｖ
Ｏ
）
の
司
令
官
で
、
一
九
九
三
年
一
○
月
二
三
日
に
ポ
ス
ニ
ア
・

ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
共
和
国
の
の
自
己
己
Ｄ
Ｃ
村
に
対
す
る
攻
撃
を
命
じ
た
こ
と
に
関
し
て
、
裁
判
所
規
程
第
二
条
に
お
け
る
一
九
四
九

年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
「
重
大
な
違
反
行
為
」
と
し
て
の
「
殺
人
」
お
よ
び
「
財
産
の
破
壊
」
な
ら
び
に
規
程
第
三
条
に
お
け
る
戦

争
の
法
規
慣
習
違
反
と
し
て
の
二
股
住
民
に
対
す
る
攻
撃
」
お
よ
び
「
村
の
盗
意
的
な
破
壊
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
の
違
反
ま
た
は

（
伯
）

上
官
と
し
て
の
責
任
を
問
わ
れ
て
起
訴
さ
れ
て
い
る
。

被
告
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
訴
因
に
つ
い
て
裁
判
所
が
事
項
的
管
轄
権
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
裁
判
部
は
最
初
に
検
討
す
る
。
す
で
に

曰
且
旨
事
件
上
訴
裁
判
部
判
決
に
お
い
て
、
裁
判
所
規
程
第
二
条
の
適
用
は
国
際
的
武
力
紛
争
の
存
在
を
必
要
と
す
る
と
判
断
さ
れ
て

（
栂
》

い
る
の
で
、
本
裁
判
部
は
こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
本
件
に
お
い
て
国
際
的
武
力
紛
争
が
存
在
し
そ
れ
故
規
程
第
二
条
に
関
す
る
訴

因
に
対
し
て
裁
判
所
が
管
轄
権
を
持
つ
か
ど
う
か
を
ま
ず
吟
味
す
る
。
こ
の
国
際
紛
争
の
存
在
に
つ
い
て
裁
判
部
は
ク
ロ
ア
チ
ア
に
よ

る
直
接
的
な
軍
事
介
入
の
側
面
と
、
そ
し
て
ポ
ス
ニ
ァ
の
ク
ロ
ァ
チ
ァ
人
の
ク
ロ
ァ
チ
ァ
に
よ
る
支
配
の
側
面
の
両
方
か
ら
分
析
し
、

そ
し
て
そ
の
両
方
の
側
面
か
ら
国
際
的
武
力
紛
争
が
存
在
し
た
と
判
断
と
し
て
い
る
。

ま
ず
、
ク
ロ
ァ
チ
ァ
に
よ
る
直
接
的
軍
事
介
入
に
つ
い
て
、
ク
ロ
ァ
チ
ア
軍
部
隊
は
一
九
九
二
年
終
わ
り
か
ら
一
九
九
四
年
三
月
に

か
け
て
中
央
ポ
ス
ニ
ア
に
存
在
し
、
ポ
ス
ニ
ァ
の
ク
ロ
ァ
チ
ア
人
の
軍
と
と
も
に
ポ
ス
ニ
ア
政
府
軍
と
の
戦
闘
に
参
加
し
て
い
た
、
と

し
て
「
ポ
ス
ニ
ア
の
ク
ロ
ァ
チ
ア
人
を
支
援
し
て
の
ク
ロ
ア
チ
ア
軍
の
実
質
的
か
つ
継
続
的
な
軍
事
介
入
の
結
果
、
ポ
ス
ニ
ア
の
ク
ロ

ア
チ
ア
人
と
ポ
ス
ニ
ァ
政
府
と
の
間
の
中
央
ポ
ス
ー
ー
ア
に
お
け
る
国
内
紛
争
は
国
際
的
武
力
紛
争
と
な
り
、
そ
し
て
、
こ
の
紛
争
は
一

（
、
）

九
九
一
一
一
年
の
一
○
月
の
、
目
石
口
〕
Ｄ
Ｃ
攻
撃
時
に
継
続
し
て
い
た
」
と
認
め
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
だ
け
で
は
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
と
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・
ポ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ッ
エ
ゴ
ビ
ナ
共
和
国
と
の
間
に
国
際
的
武
力
紛
争
が
存
在
し
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
、
自
己
己
Ｄ
Ｃ
村
攻
撃

は
Ｈ
Ｂ
の
軍
隊
で
あ
る
Ｈ
Ｖ
Ｏ
に
よ
り
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
国
際
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
人
道
法
が
本
事
件
に
適
用
さ
れ
る
た
め

に
は
、
こ
の
Ｈ
Ｂ
あ
る
い
は
Ｈ
Ｖ
Ｏ
が
ク
ロ
ア
チ
ア
の
機
関
で
あ
る
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
裁
判
部
は
、
こ
の
ポ
ス
ニ

ア
の
ク
ロ
ア
チ
ア
人
（
Ｈ
Ｂ
）
が
ク
ロ
ア
チ
ア
の
機
関
で
あ
る
こ
と
を
次
に
述
べ
る
。

こ
こ
で
裁
判
部
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件
判
決
を
参
照
す
る
が
、
し
か
し
、
本
件
と
ニ
カ
ラ
グ
ァ
事
件
で
は
そ
の
前
提
が
異
な
る
、

と
す
る
。
す
な
わ
ち
「
ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件
に
お
い
て
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
、
本
件
に
お
い
て
第
一
審
裁
判
部
に
出
さ
れ
て
い
る
問
題
と
は
ま
っ
た

く
異
な
る
文
脈
に
お
い
て
機
関
の
問
題
を
検
討
し
た
こ
と
を
、
第
一
審
裁
判
部
は
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
第
一
に
、
ニ
カ

ラ
グ
ア
事
件
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
判
決
は
、
コ
ン
ト
ラ
の
行
動
に
つ
い
て
の
ア
メ
リ
カ
の
責
任
の
最
終
的
判
断
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し

て
本
訴
訟
手
続
き
は
予
備
的
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
公
判
（
（
『
旨
一
）
に
お
い
て
見
な
お
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
ニ
カ

ラ
グ
ア
事
件
に
お
い
て
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
国
際
人
道
法
違
反
に
つ
い
て
の
国
家
責
任
の
決
定
と
い
う
任
務
を
負
っ
た
。
従
っ
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
、

正
当
に
、
コ
ン
ト
ラ
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
活
動
上
の
支
配
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
そ
し
て
「
［
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
］
高
度
の
依
存
度

で
［
ア
メ
リ
カ
が
］
あ
る
軍
に
対
し
て
全
般
的
支
配
を
行
な
う
こ
と
は
」
そ
の
車
に
よ
る
違
反
の
責
任
を
確
定
す
る
上
で
、
十
分
な
も

の
で
は
な
い
、
と
判
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
本
裁
判
部
は
、
ポ
ス
ニ
ア
の
ク
ロ
ァ
チ
ァ
人
の
行
為
に
対
す
る
ク
ロ
ァ
チ
ァ
の
責
任
の

判
断
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
重
大
な
違
反
行
為
規
定
の
違
反
と
さ
れ
る
別
個
の

行
為
に
対
す
る
事
項
的
裁
判
管
轄
権
を
設
定
す
る
上
で
、
ポ
ス
ニ
ァ
の
ク
ロ
ア
チ
ァ
人
が
ク
ロ
ァ
チ
ァ
の
機
関
と
し
て
考
え
ら
れ
う
る

か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
を
本
裁
判
部
は
求
め
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
の
検
討
に
お
い
て
は
具
体
的
な
活
動
上
の
支
配
は
重
要

で
は
な
い
。
む
し
ろ
本
裁
判
部
は
、
ポ
ス
ニ
ア
の
ク
ロ
ア
チ
ア
人
に
対
し
て
ク
ロ
ア
チ
ア
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
全
般
的
な
政
治
的
軍

（
副
）

事
的
支
配
に
焦
点
を
お
く
。
」
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
あ
と
、
第
一
審
裁
判
部
は
、
「
一
九
九
一
一
年
秋
か
ら
一
九
九
三
年
春
ま
で
の
ポ
ス
ニ
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（
麹
声
調
）

し
」
Ｉ
し
て
い
る
。

ア
中
南
部
に
お
け
る
ポ
ス
ー
ー
ア
政
府
と
の
衝
突
に
お
い
て
、
ポ
ス
ニ
ア
の
ク
ロ
ア
チ
ア
人
が
ク
ロ
ア
チ
ア
の
機
関
で
あ
っ
た
と
信
じ
る

に
足
り
る
合
理
的
根
拠
が
、
提
出
さ
れ
た
証
拠
か
ら
示
さ
れ
る
。
ク
ロ
ァ
チ
ァ
は
、
ア
メ
リ
カ
が
ニ
カ
ラ
グ
ァ
事
件
に
お
い
て
コ
ン
ト

ラ
を
支
援
し
た
の
と
同
じ
や
り
方
で
ポ
ス
ニ
ア
の
ク
ロ
ア
チ
ア
人
を
支
援
し
た
こ
と
に
加
え
て
、
ポ
ス
ニ
ア
領
内
の
紛
争
に
自
国
軍
隊

を
派
遣
し
、
そ
し
て
、
ポ
ス
ニ
ア
の
ク
ロ
ア
チ
ア
人
の
軍
組
織
お
よ
び
政
治
組
織
の
両
方
に
対
し
高
度
の
支
配
を
行
使
し
た
と
思
わ
れ

る
全
一
「
ク
ロ
ア
チ
ア
は
ク
ロ
ア
チ
ア
蕊
人
員
の
綬
助
に
加
え
て
、
ボ
ス
ニ
ァ
の
ク
ロ
ァ
チ
ァ
人
に
財
政
的
援
助
ｌ
特
に
鐵
鵜
の
鱗

（
卿
）

入
ｌ
お
よ
び
兵
器
購
入
や
蕊
装
備
提
供
の
援
助
の
形
で
の
丘
一
端
支
援
を
行
な
っ
て
い
た
．
」
と
し
ざ
ら
に
、
ク
ロ
ァ
チ
ァ
自
身
、

（
現
）

そ
の
ポ
ス
ニ
ア
の
ク
ロ
ア
チ
ア
人
に
対
す
る
軍
事
的
お
よ
び
政
治
的
な
支
配
を
明
示
的
に
も
黙
示
的
に
も
認
め
て
い
る
と
し
た
上
で
、

「
ポ
ス
ニ
ア
の
ク
ロ
ア
チ
ア
人
が
、
本
訴
訟
手
続
き
上
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
諸
規
定
の
重
大
な
違
反
行
為
の
違
反
と
申
し
立
て
ら

（
斑
）

れ
て
い
る
別
個
の
行
為
に
関
し
て
、
ク
ロ
ア
チ
ア
の
機
関
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
結
論
づ
け
た
。
そ
の
う
、
え
で
第
一
瀞
裁
判
部
は
、

次
に
、
本
事
件
で
被
害
を
受
け
た
人
や
物
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
四
条
約
に
お
い
て
保
護
さ
れ
る
人
お
よ
び
物
で
あ
る
こ
と
も
肯
定
し
、
規

｛
銃
）

程
第
二
条
違
反
に
つ
い
て
の
事
項
的
管
囎
権
を
認
め
た
。
な
お
、
規
程
第
一
二
条
の
違
反
に
関
し
て
は
、
曰
Ｐ
Ｓ
・
事
件
上
訴
裁
判
部
の
判

断
で
は
国
際
的
武
力
紛
争
の
存
在
は
必
要
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
瀝
、
本
裁
判
部
は
「
本
件
で
の
紛
争
が
国
際
的
性
質
の
も
の
で
あ

る
と
結
論
づ
け
る
の
に
十
分
な
証
拠
が
あ
る
、
と
本
裁
判
部
は
判
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
本
裁
判
部
は
規
程
第
一
一
一
条
ｂ
に
示
さ
れ
る

恋
意
的
な
破
壊
の
禁
止
が
、
慣
習
国
際
法
の
問
題
と
し
て
、
国
内
的
武
力
紛
争
に
ま
で
及
ぶ
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
必
要
は
な
い
」
、

（
印
）

な
お
、
こ
の
幻
＆
】
・
事
件
の
ほ
か
に
、
こ
の
同
じ
手
続
き
証
拠
規
則
六
一
に
お
け
る
決
定
で
、
ク
ロ
ァ
チ
ァ
紛
争
、
ポ
ス
ニ
ァ
・

（
⑪
）
（
唾
）

ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
紛
争
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
認
め
て
い
る
事
例
が
あ
る
。
‐
し
か
し
こ
れ
ら
の
決
定
に
お
い
て
は
、
な
ぜ
当
該
紛
争

（
印
）
（
鯛
１
３
）

が
国
際
的
武
力
紛
争
と
考
え
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
必
ず
し
測
り
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
。



279 内戦の国際化と国際人道法（樋口一彦）

（
帥
）
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グー、二■－

４７４６
，－ン閂－〆

｛
ひ
（
ａ
・
つ
つ
、
『
、
芭
画
・

｝
ひ
（
ａ
。
ご
で
の
『
色
⑪
．
②
単
’
一
津

樋
口
一
彦
、
前
掲
、
注
（
⑬
）
、
’
六
八
～
一
七
○
頁
。

（
〕
ロ
・
ロ
量
・
』
の
辰
ｂ
、
ロ
ヨ
○
一
の
←
『
己
色
『
色
・
』
③
・

本
裁
判
部
は
こ
の
手
続
き
に
お
い
て
、
因
Ｐ
旨
に
対
す
る
起
訴
状
の
す
べ
て
の
訴
因
に
つ
い
て
事
項
的
裁
判
管
轄
権
を
持
つ
こ
と
を
決
定
し
、

田
口
胃
が
起
訴
状
の
す
べ
て
の
訴
因
の
犯
罪
を
行
な
っ
た
こ
と
を
信
じ
る
合
理
的
理
由
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
し
て
、
困
口
胃
に
対
す
る

国
際
逮
捕
状
を
発
し
た
。
（
禄
風
・
・
巳
ご
』
ｇ
‐
」
＄
・
）

で
『
○
め
の
２
５
『
ぐ
・
冨
司
弄
凰
。
。
■
」
】
ｏ
画
ゴ
ロ
の
一
一
一
く
、
『
】
の
②
コ
ヨ
（
一
目
一
の
③
］
）
（
○
ｍ
ｍ
の
ゴ
ー
器
‐
】
酉
‐
勾
巴
）
一
二
一
の
『
。
⑪
二
○
コ
色
一
○
ユ
『
ゴ
ー
ゴ
四
一

」
Ｇ
』
＆
。
〕
己
Ｐ
『
Ｐ
」
・

樋
口
一
彦
「
内
戦
一

○
℃
．
、
臣
．
】
⑩
医
石
「
ｐ

｝
守
（
Ｑ
・
ヨ
ロ
ロ
『
口
。
』
９

』
守
一
旦
・
・
で
Ｐ
『
Ｐ
・
面
②

｛
Ｃ
（
ａ
・
・
で
口
『
ロ
・
Ｐ
［

｝
①
〔
且
・
つ
つ
四
『
、
』
」
。

』
貝
⑩
、
再
貝
（
○
尋
。
（
ト
⑩
四
口
』
一
員
目
⑩
ユ
Ｐ
』
②
く
。
］
・
麗
之
。
．
』
（
」
毛
←
）
つ
つ
・
臼
①
‐
己
Ｐ

勺
『
○
の
①
ｏ
具
。
『
『
・
因
＆
』
。
（
切
巨
］
の
臼
）
（
○
ｍ
ｍ
の
弓
‐
＄
‐
Ｂ
‐
再
巴
）
］
三
○
『
ご
巴
】
○
．
巳
○
己
曰
冒
口
］
弓
ユ
ウ
色
二
口
］
｛
。
『
曽
○
可
。
［
ロ
〕
。
『
『
こ
‐

困
○
の
一
色
ご
国
マ
ヨ
『
旨
】
○
ヶ
、
ロ
］
す
の
『
ロ
》
、
』
已
再
岸
畠
の
ｍ
ｐ
ｇ
屋
の
。
ご
←
Ｃ
日
ケ
。
『
ら
や
③
ご
口
『
口
・
画
・
［
員
⑩
、
再
Ｐ
回
○
嵩
Ｐ
（
ト
。
Ｅ
可
、
石
。
、
厨

く
○
一
。
ご
塵
ご
』
←
『
．

「
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
適
法
の
違
反
に
対
す
る
処
罰
（
二
．
完
）
」
『
流
大
法
学
」
第
五
九
号
一
六
七
頁
参
照
。

⑩
§
「
ｐ
己
○
一
の
』
ヨ
ロ
ロ
『
、
の
．
］
い
‐
］
←
．
］
Ｐ
巴
．



琉大法学第62号（1999） 280

－－

６３
～〆

（
砲
）

〆へ

６１
、＝〆

ヨ
ュ
宮
。
、
｜
「
・
１
コ
の
可
。
「
ｇ
の
『
田
口
明
・
の
一
ｍ
ご
』
Ｐ
Ｂ
１
ｍ
］
○
宮
ヨ
ヶ
Ｃ
『
Ｈ
・
』
シ
已
己
］
＠
℃
①
冒
荷
日
ロ
（
（
・
目
（
ト
ロ
ミ
元
８
０
，
房
く
○
一
・

】
ｇ
▽
忠
・
第
一
審
裁
判
部
は
、
本
件
に
お
い
て
、
す
で
に
ク
ロ
ァ
チ
ァ
は
独
立
国
と
な
っ
て
お
り
、
セ
ル
ビ
ァ
共
和
国
の
た
め
に
行
動
し

て
い
た
Ｊ
Ｎ
Ａ
の
士
官
に
よ
っ
て
ク
ロ
ァ
チ
ァ
住
民
に
対
し
て
戦
争
犯
罪
が
な
さ
れ
た
、
と
し
た
。
（
日
日
・
駅
）

で
『
。
⑪
の
２
一
○
『
ご
・
ｚ
】
宍
ｏ
」
』
○
（
勾
巨
］
の
。
］
）
（
○
ｍ
ｍ
の
】
弓
「
豊
‐
、
‐
勾
巴
）
］
。
怠
『
二
巴
一
○
二
の
一
○
ユ
ョ
ヨ
ロ
ー
ヨ
ユ
ケ
ニ
コ
画
一
『
。
『
←
冨
勺
ｏ
司
曰
の
『

『
巨
ｍ
ｏ
ｍ
－
ｍ
ご
旨
・
Ｂ
１
ｍ
－
ｏ
ゴ
ロ
冒
す
の
同
月
・
呂
○
９
．
ヶ
の
『
］
や
誤
一
員
の
日
昌
・
目
』
百
ｓ
記
８
．
号
ぐ
・
］
」
９
℃
．
⑭
」
・
本
件
で
は
第
一

審
裁
判
部
は
一
方
で
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
政
府
（
新
ユ
ー
ゴ
）
の
支
配
下
に
あ
る
Ｊ
Ｎ
Ａ
軍
が
ポ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ピ
ナ
の
独
立
後
に
当
該

戦
闘
を
行
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
な
が
ら
、
他
方
で
旧
ユ
ー
ゴ
紛
争
全
体
が
ひ
と
つ
の
大
き
な
武
力
紛
争
で
そ
の
紛
争
に
数
カ
国
が
か
か
わ
っ

て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
ロ
日
Ｐ
ｇ
）

勺
『
。
⑪
Ｃ
Ｂ
Ｓ
『
ご
・
【
ロ
『
Ｐ
：
】
。
ｍ
ご
Ｑ
三
一
Ｐ
Ｓ
の
（
”
巨
一
の
①
］
）
（
○
ｍ
⑪
の
一
、
「
１
℃
②
‐
⑰
‐
詞
②
一
ｍ
。
□
弓
‐
＄
‐
屋
‐
幻
⑦
」
）
百
一
○
『
ゴ
ロ
ご
ｏ
ゴ
ロ
一
○
１
日
一
‐

コ
ロ
ー
ョ
ュ
ヶ
こ
。
、
一
「
・
「
号
の
可
。
『
日
の
『
ペ
ロ
函
。
⑪
｜
ゆ
く
一
ｍ
．
、
一
式
凹
一
○
す
煙
日
ロ
。
「
Ｈ
・
］
」
」
ロ
ー
臣
＄
患
｝
貝
の
３
日
（
・
目
』
【
ロ
Ｅ
訂
８
．
、
（
い

く
○
一
」
ｇ
亨
忠
・
こ
の
決
定
に
お
い
て
第
一
群
裁
判
部
は
、
以
下
の
理
由
で
、
ポ
ス
ニ
ァ
，
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ピ
ナ
紛
争
が
国
際
的
性
質
を
有

し
て
い
た
と
一
応
充
分
に
（
ロ
且
曰
ロ
「
四
口
の
）
考
え
ら
れ
る
と
す
る
。
「
ポ
ス
ニ
ァ
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
お
け
る
軍
事
行
動
の
始
ま
り
を

一
九
九
二
年
四
月
に
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時
ま
で
に
ポ
ス
ー
ー
ア
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
は
す
で
に
独
立
国
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
軍
事

行
動
は
Ｊ
Ｎ
Ａ
及
び
現
地
セ
ル
ビ
ア
軍
及
び
準
軍
事
集
団
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
こ
の
時
Ｊ
Ｎ
Ａ
は
、
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
（
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
社
会

主
義
連
邦
共
和
国
）
当
局
、
そ
の
後
セ
ル
ビ
ア
共
和
国
に
よ
っ
て
大
部
分
支
配
さ
れ
る
Ｆ
Ｒ
Ｙ
（
セ
ル
ビ
ァ
及
び
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
）
当
局
、

の
支
配
下
に
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
と
と
も
に
行
動
し
て
い
た
。
従
っ
て
第
一
審
裁
判
部
は
、
こ
の
紛
争
が
ポ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ

ナ
に
お
い
て
始
ま
っ
た
時
点
に
お
い
て
、
こ
の
紛
争
は
二
つ
の
異
な
っ
た
国
す
な
わ
ち
ポ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
共
和
国
と
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
、

後
の
Ｆ
Ｒ
Ｙ
、
を
含
ん
で
い
た
限
り
に
お
い
て
国
際
的
性
質
で
あ
る
と
考
え
る
。
」
「
公
式
に
撤
退
し
た
後
に
お
い
て
も
Ｊ
Ｎ
Ａ
は
ボ
ス
ニ
ァ
・

ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
引
き
続
き
明
ら
か
に
介
入
し
た
」
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
軍
と
な
っ
た
Ｊ
Ｎ
Ａ
は
一
九
九
二
年
五
月
に
ポ
ス
ニ
ア
の
セ
ル

ビ
ァ
軍
設
立
を
許
し
た
、
と
主
張
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
後
長
期
に
わ
た
っ
て
こ
の
軍
隊
を
支
配
し
続
け
た
。
」
（
息
『
Ｐ
圏
）

旧
ユ
ー
ゴ
紛
争
（
ポ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
紛
争
）
中
の
戦
争
犯
罪
に
つ
い
て
、
自
国
内
で
逮
捕
さ
れ
た
容
疑
者
を
自
国
刑
法
の
普
遍
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卿
内
戦
の
圖
際
化
の
一
類
型
Ｉ
反
徒
の
「
外
鬮
箪
化
」
を
め
ぐ
っ
て
ｌ

政
府
と
反
徒
の
間
の
内
戦
に
、
外
国
軍
隊
が
反
徒
を
支
援
し
て
直
接
介
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
内
戦
が
国
際
化
す
る
と
い
う
場
合
が

あ
る
。
こ
の
場
合
の
国
際
化
は
外
国
軍
と
政
府
軍
と
の
間
に
お
い
て
だ
け
で
あ
っ
て
、
政
府
と
反
徒
の
間
の
関
係
は
依
然
と
し
て
内
戦

で
あ
る
。
他
方
、
反
徒
が
介
入
す
る
外
国
の
下
部
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
反
徒
が
「
外
国
軍
化
」
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
内
戦
は
政
府
と
外
国
軍
と
の
間
の
国
際
紛
争
の
み
に
転
化
す
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
に
反
徒
が
「
外
国
軍
化
」
し
た
と
認

定
で
き
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
条
件
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ニ
カ
ラ
グ
ァ
事
件
、
Ｓ
且
］
ｏ
事
件
、
因
口
旨
事
件
の
そ
れ
ぞ
れ

に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
反
徒
の
「
外
国
軍
化
」
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
判
決
に
お
け
る
「
反
徒
の

「
外
国
軍
化
」
」
の
意
味
は
同
じ
で
は
な
い
。
ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件
に
お
い
て
は
反
徒
（
コ
ン
ト
ラ
）
の
行
為
か
ら
生
じ
る
責
任
が
外
国

（
ア
メ
リ
カ
）
に
帰
属
す
る
か
、
と
い
う
国
家
責
任
の
文
脈
で
こ
の
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
弓
且
旨
事
件
、
罰
四
旨

事
件
で
は
、
国
際
人
道
法
の
適
用
の
問
題
ｌ
つ
ま
り
内
職
に
適
用
さ
れ
る
圖
際
人
適
法
が
適
用
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
鬮
際
紛
争

的
管
轄
権
に
よ
っ
て
裁
く
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
旧
ユ
ー
ゴ
紛
争
が
国
際
紛
争
で
あ
っ
た
と
す
る
国
内
判
例
も
い
く
つ
か
あ
る
。
（
］
口
司
の
。
．

（
』
『
：
、
（
・
§
』
・
ミ
目
』
＆
胃
⑩
冒
圓
・
目
』
炉
目
こ
ぐ
。
岸
・
麓
（
』
①
雷
）
目
・
『
②
‐
馬
・
）
》
弓
口
冒
、
勺
８
の
。
８
８
コ
・
□
］
巳
」
。
（
』
ミ
ミ
‐

。
§
色
・
昌
目
（
＆
一
員
⑮
日
日
（
・
目
（
ト
ロ
こ
ぐ
ｏ
』
・
巴
〈
」
垣
農
）
ご
己
・
紐
②
‐
忠
山
・
）

（
鯛
－
ａ
）
な
お
、
一
九
九
八
年
一
一
月
一
六
日
に
第
一
審
裁
判
部
で
判
決
が
下
さ
れ
た
○
の
｝
の
亘
臼
８
印
の
（
○
ｍ
⑪
の
ｚ
○
・
一
ヨ
ー
垣
忠
】
‐
己
宅
『
・
の
の
２
‐

一
・
『
ご
・
画
の
］
己
］
□
の
一
画
旨
壹
呂
『
、
鼻
・
三
目
】
Ｐ
国
、
凰
曰
□
の
］
】
・
目
○
国
切
目
Ｓ
ｍ
。
１
８
）
に
お
い
て
、
第
一
審
裁
判
部
は
、
ボ
ス
ニ
ァ
・

ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ピ
ナ
紛
争
が
一
九
九
二
年
を
通
し
て
国
際
的
武
力
紛
争
で
あ
っ
た
と
し
、
一
九
九
二
年
五
月
半
ば
の
Ｊ
Ｎ
Ａ
の
Ｖ
Ｒ
Ｓ
と
Ｖ
Ｊ

へ
の
分
割
は
新
ユ
ー
ゴ
の
継
続
的
な
介
入
を
偽
装
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
新
ユ
ー
ゴ
政
府
は
引
き
続
い
て
ポ
ス
ニ
ア
の
セ
ル
ビ
ア
人
を
支
配

し
続
け
た
、
と
判
断
し
た
。
（
』
貝
⑩
３
日
（
・
目
』
田
、
、
。
』
三
日
命
『
日
（
い
く
○
一
・
窟
Ｚ
。
．
】
（
］
毛
⑪
）
己
・
患
・
）
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〈
１
〉
国
家
責
任
の
帰
属
問
題
と
国
際
人
道
法
の
適
用
問
題

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
詞
昌
・
覗
件
決
定
に
お
い
て
旧
ユ
ー
ゴ
国
際
刑
事
裁
判
所
第
一
群
裁
判
部
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
ニ
カ
ラ
グ
ァ
事
件
判
決

に
言
及
し
、
「
ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件
に
お
い
て
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
、
本
件
に
お
い
て
第
一
審
裁
判
部
に
出
さ
れ
て
い
る
問
題
と
は
ま
っ
た
く
異
な

る
文
脈
に
お
い
て
機
関
の
問
題
を
検
討
し
た
こ
と
を
、
第
一
審
裁
判
部
は
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
・
・
・
ニ
カ
ラ
グ
ア
事

件
に
お
い
て
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
国
際
人
道
法
違
反
に
つ
い
て
の
国
家
責
任
の
決
定
と
い
う
任
務
を
負
っ
た
。
従
っ
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
、
正
当
に
、

コ
ン
ト
ラ
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
活
動
上
の
支
配
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
そ
し
て
「
［
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
］
高
度
の
依
存
度
で
［
ア
メ

リ
カ
が
］
あ
る
躯
に
対
し
て
全
般
的
支
配
を
行
な
う
こ
と
は
」
そ
の
噸
に
よ
る
述
反
の
変
任
を
確
定
す
る
上
で
、
十
分
な
も
の
で
は
な

い
、
と
判
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
本
裁
判
部
は
、
ポ
ス
ニ
ァ
の
ク
ロ
ァ
チ
ァ
人
の
行
為
に
対
す
る
ク
ロ
ァ
チ
ァ
の
責
任
の
判
断
を
求

め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
重
大
な
違
反
行
為
規
定
の
違
反
と
さ
れ
る
別
個
の
行
為
に
対

す
る
事
項
的
裁
判
管
轄
権
を
設
定
す
る
上
で
、
ポ
ス
ニ
ァ
の
ク
ロ
ァ
チ
ァ
人
が
ク
ロ
ア
チ
ァ
の
機
関
と
し
て
考
え
ら
れ
う
る
か
ど
う
か

を
判
断
す
る
こ
と
を
本
裁
判
部
は
求
め
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
の
検
討
に
お
い
て
は
具
体
的
な
活
動
上
の
支
配
は
璽
要
で
は
な
い
。

む
し
ろ
本
裁
判
部
は
、
ポ
ス
ニ
ア
の
ク
ロ
ァ
チ
ァ
人
に
対
し
て
ク
ロ
ア
チ
ア
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
全
般
的
な
政
治
的
軍
事
的
支
配
に

（
“
）

焦
点
を
お
く
」
と
し
た
。
つ
ま
り
第
一
審
裁
判
部
は
国
家
責
任
の
帰
属
の
問
題
と
国
際
人
適
法
の
適
用
の
問
題
を
区
別
し
て
考
え
、

に
適
用
さ
れ
る
鬮
際
人
道
法
が
適
胴
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
ｌ
で
あ
っ
た
．
こ
の
禰
者
の
闘
題
は
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ

ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
一
体
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
反
徒
の
「
外
国
瀬
化
」
は
、
あ
く
ま
で
も
反
徒
集
団
全
体
と
し
て
考
え
ら
れ

る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
反
徒
構
成
員
の
個
人
レ
ベ
ル
で
も
考
え
ら
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
を
検
討
す
る
こ

と
に
よ
り
、
国
際
人
道
法
適
用
に
お
け
る
反
徒
の
「
外
国
軍
化
」
を
分
析
し
た
い
。
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「
全
般
的
な
政
治
的
軍
事
的
支
配
」
の
存
在
が
国
際
人
道
法
適
用
上
、
反
徒
の
「
外
国
軍
化
」
を
も
た
ら
す
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ

の
よ
う
に
両
者
を
区
別
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
根
拠
を
こ
の
勾
昌
・
事
件
決
定
は
明
確
に
は
示
し
て
い
な
い
。

こ
の
困
豊
□
事
件
決
定
の
後
に
出
さ
れ
た
曰
且
】
○
事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決
に
お
い
て
は
、
「
ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件
は
、
結
局
の
と
こ

ろ
、
特
に
国
際
人
道
法
規
則
の
違
反
に
つ
い
て
の
国
家
責
任
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
本
件
は
究
極
的
に
人
道
法
規
違
反

に
対
す
る
個
人
の
責
任
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ニ
カ
ラ
グ
ァ
事
件
に
お
い
て
裁
判
所
は
、
本
件
と
同
様
、
国
際
人
道

（
餡
）

法
の
ど
の
部
分
が
当
該
行
動
に
適
用
さ
れ
る
の
か
と
い
う
媒
介
的
問
題
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
こ
の
人
道
法

違
反
に
よ
る
個
人
の
処
罰
の
問
題
と
国
家
責
任
の
問
題
と
の
区
別
の
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
。
富
の
３
コ
は
こ
の
弓
且
局
事
件
第
一
審

裁
判
部
判
決
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
批
判
し
、
「
明
ら
か
に
そ
の
ニ
カ
ラ
グ
ア
蕊
準
は
国
家
責
任
の
問
題
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
。
概
念

的
に
そ
の
基
準
は
あ
る
紛
争
が
国
際
的
か
国
内
的
か
を
決
定
し
え
な
い
（
艶
「
実
際
、
国
際
法
文
献
を
ざ
っ
と
通
読
し
て
も
、
国
家
責
任

の
帰
属
性
は
、
外
国
の
介
入
に
よ
る
紛
争
の
国
際
化
、
そ
し
て
国
際
的
性
質
の
武
力
紛
争
を
規
律
す
る
国
際
人
道
法
規
則
の
適
用
可
能

（
師
）
（
鯛
）
（
岡
０
０
）

性
、
を
判
断
す
る
上
で
の
一
般
に
用
い
ら
れ
る
基
準
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
」
と
述
べ
る
。

国
家
責
任
の
帰
属
を
論
じ
る
場
合
で
も
、
国
際
人
道
法
適
用
に
お
け
る
そ
の
紛
争
の
性
質
を
論
じ
る
場
合
で
も
、
そ
の
反
徒
団
体
全

体
の
「
外
国
軍
化
」
と
反
徒
の
構
成
員
個
人
の
個
々
の
行
動
に
お
け
る
機
関
化
と
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
反
徒
全
体
が
「
外
国
軍

化
」
す
れ
ば
そ
の
反
徒
の
構
成
員
の
行
動
す
べ
て
に
つ
い
て
当
該
外
国
に
責
任
が
帰
属
す
る
の
に
対
し
て
、
反
徒
の
構
成
員
個
人
の
個
々

の
行
動
に
お
け
る
機
関
化
の
場
合
に
お
い
て
は
当
該
行
動
に
関
し
て
の
み
当
該
外
国
に
責
任
が
帰
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
国
際
人
道

法
の
適
用
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
反
徒
全
体
が
「
外
国
軍
化
」
す
れ
ば
内
戦
は
存
在
し
な
く
な
る
が
、
反
徒
の
構
成

員
個
人
の
個
々
の
行
動
に
お
け
る
機
関
化
の
場
合
に
お
い
て
は
当
該
行
動
に
関
し
て
の
み
国
際
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
が
適

用
さ
れ
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
人
道
法
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
家
責
任
の
帰
属
と
国
際
人
道
法
の
適
用
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と
を
そ
れ
ぞ
れ
区
別
し
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
論
的
必
要
性
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
亘
の
『
目
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
国
家
責

任
の
帰
属
性
の
基
準
は
国
際
人
道
法
適
用
の
基
準
と
は
異
な
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
両
者
は
別
個
に
考
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

理
論
的
な
順
序
と
し
て
は
、
反
徒
が
「
外
国
軍
化
」
す
る
こ
と
か
ら
国
家
責
任
の
帰
属
お
よ
び
国
際
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法

の
適
用
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
反
徒
の
「
外
国
軍
化
」
を
認
識
す
る
上
で
、
国
家
責
任
の
帰
属
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ

る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
そ
も
そ
も
反
徒
の
行
為
が
外
国
国
家
に
帰
属
す
る
の
は
そ
の
反
徒
が
外
国
の
機
関
（
軍
隊
）
と
な
っ
て
い
る

か
ら
な
の
で
あ
り
、
そ
の
逆
で
は
な
い
（
責
任
が
帰
属
す
る
か
ら
外
国
の
機
関
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
）
。
反
徒
が
介
入
す
る
外
国
の

軍
隊
と
認
識
さ
れ
る
な
ら
ば
、
当
然
に
反
徒
の
行
為
か
ら
生
じ
る
国
家
責
任
が
外
国
に
帰
属
す
る
し
、
同
時
に
、
反
徒
の
行
為
は
外
国

の
行
為
と
な
る
か
ら
反
徒
と
既
存
の
政
府
と
の
間
に
は
国
際
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ

う
に
考
え
る
こ
と
が
理
論
的
に
も
っ
と
も
離
合
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

〆￣、〆￣､

６８６７
－〆、－〆

グーへ〆～_、

６６６５６４
、￣、－＝、－－

他
方
で
富
・
『
・
・
は
一
九
九
五
年
一
○
月
の
上
訴
裁
判
瓢
判
決
Ｉ
旧
ユ
ー
ゴ
紛
争
に
は
国
際
胸
Ⅷ
函
と
鬮
内
的
側
面
が
あ
る
と
し
た

ｌ
を
批
判
し
、
「
上
訴
裁
判
部
は
司
法
経
済
の
考
慮
を
無
視
し
て
、
同
｜
の
紛
争
に
お
い
て
そ
れ
が
鬮
縢
的
性
質
か
国
内
的
性
質
か
に

よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
ば
か
げ
た
規
範
の
掛
け
布
（
ロ
・
日
旦
昌
一
一
一
・
「
二
○
『
ョ
の
）
の
作
成
を
も
た
ら
し
て
お
り
」
（
Ｓ
匡
・
・
己
・
屋
垣
・
）
、
旧

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
け
る
諸
紛
争
を
単
一
の
国
際
紛
争
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
（
＆
貝
・
ロ
・
匿
」
・
）
。
こ
の
主
張
は
、

一
ｓ
（
只
占
ご
』
四
℃
。

〔
一
℃
・
句
忌
・
】
の
厘
石
「
ロ
ロ
○
一
、
（
『
で
口
『
口
・
国
９

弓
且
一
●
事
件
判
決
○
℃
・
目
・
ｂ
ｇ
日
己
・
戸
の
函
『
已
口
『
Ｐ
⑪
忠
・

弓
豈
８
ｇ
ｏ
『
巨
の
『
。
□
富
○
一
口
の
⑩
】
｛
）
Ｓ
ご
○
。
○
｛
シ
『
日
Ｃ
ｏ
ｏ
。
。
｛
］
Ｒ
一
曰
言
の
司
○
『
曰
の
『
＆
ｐ
ｍ
ｏ
ｍ
一
口
二
ｍ
ｍ
之
－
８
『
■
囚
巨
画
面
一
㎡
一
一
○
巨
一
葛

エ
ミ
ミ
一
句
目
』
・
ミ
ョ
ミ
旦
汀
尽
冒
目
（
・
目
』
Ｒ
Ｅ
く
。
－
篭
乞
○
・
国
（
］
ｇ
②
）
巳
・
雷
『
。
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〈
２
〉
反
徒
の
「
外
国
軍
化
」
の
認
定
条
件

内
戦
に
お
け
る
反
徒
は
、
そ
れ
を
支
援
す
る
外
国
政
府
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
っ
た
と
き
に
、
そ
の
外
国
の
軍
隊
と
化
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
私
人
や
私
人
の
集
団
の
行
為
が
国
家
の
行
為
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
関
し
て
、
国
家
責
任
に
関
す
る
国
際
法
委
員
会
（
Ｉ

Ｌ
Ｃ
）
草
案
の
第
八
条
で
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
。

「
第
八
条
【
事
実
上
、
国
家
に
代
わ
っ
て
行
動
し
て
い
る
私
人
の
行
為
の
国
家
へ
の
帰
属
】

「
司
法
経
済
の
考
慮
」
つ
ま
り
裁
判
の
便
宜
性
の
考
慮
か
ら
、
反
徒
の
「
外
国
軍
化
」
の
基
準
を
緩
や
か
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
旧
ユ
ー

ゴ
に
お
け
る
諸
紛
争
を
単
一
の
国
際
紛
争
と
し
て
扱
う
べ
き
、
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
三
日
・
ロ
は
、
外
国
の
介
入
に
よ
っ
て
内
戦
が

国
際
紛
争
に
転
化
す
る
こ
と
を
も
指
摘
す
る
が
（
＆
ａ
・
》
目
・
量
］
‐
』
・
）
、
そ
れ
は
当
該
国
と
そ
の
介
入
外
国
の
間
に
お
い
て
で
し
か
な
い
《
》
）

し
か
し
、
刑
事
裁
判
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
法
規
を
認
定
す
る
際
に
「
司
法
経
済
」
を
考
慮
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
現
行

法
上
確
立
し
て
い
な
い
原
則
を
持
ち
込
む
こ
と
も
慎
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
粥
Ｉ
ａ
）
○
息
の
ロ
二
○
○
二
も
国
際
人
道
法
の
適
用
問
題
と
国
家
責
任
の
帰
属
の
問
題
は
別
で
あ
る
と
し
、
あ
る
紛
争
が
国
際
的
で
あ
る
た
め
に
は

二
ヶ
国
以
上
の
間
に
敵
対
行
為
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
国
家
責
任
の
帰
属
問
題
を
紛
争
の
性
質
の
問
題
に
持
ち
込
む
こ
と

は
、
外
国
軍
と
反
徒
の
つ
な
が
り
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
た
め
に
、
法
に
不
確
実
な
要
素
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
し
、

た
と
え
国
家
資
任
の
帰
属
基
準
か
ら
し
て
も
、
Ｖ
Ｒ
Ｓ
の
行
為
は
新
ユ
ー
ゴ
に
帰
属
す
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
（
Ｃ
「
の
：
三
・
・
９
８
・
・
員
．
．

②
§
、
ロ
ゴ
。
←
の
蹟
‐
Ｐ
弓
』
唖
◎
‐
］
巨
・
）
た
し
か
に
あ
る
紛
争
の
な
か
に
二
ヶ
国
以
上
の
間
に
敵
対
行
為
が
あ
れ
ば
国
際
紛
争
の
側
面
が
存
在

す
る
が
、
し
か
し
そ
の
紛
争
の
す
べ
て
が
国
際
紛
争
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
内
戦
が
同
時
に
存
在
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

当
該
紛
争
の
当
事
者
で
あ
る
反
徒
の
団
体
が
外
国
の
軍
隊
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
実
態
か
ら
判
断
す
る
ほ
か
な

い
の
で
あ
る
。
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を
柵
成
す
る
な
ら
ば
、
反
徒

（
、
）

る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
鰯
八
条
で
は
事
実
上
国
家
に
代
わ
っ
て
行
動
す
る
私
人
や
私
人
染
剛
の
行
為
が
、
例
外
的
に
、
脚
家
に
端
属
す
る
場
合
を
規
定
し

て
い
る
。
こ
の
条
文
に
つ
い
て
の
Ｉ
Ｌ
Ｃ
の
注
釈
で
は
、
そ
の
主
要
な
形
態
と
し
て
「
蒋
察
や
耶
隊
の
補
助
者
と
し
て
一
脈
Ⅲ
さ
れ
た
り
、

義
剪
兵
と
し
て
他
国
に
派
遣
さ
れ
た
私
人
ま
た
は
私
人
の
集
剛
の
行
為
」
お
よ
び
「
外
国
領
域
内
で
の
特
定
任
務
遂
行
の
た
め
に
雌
用

（
、
）

さ
れ
た
私
人
の
行
為
」
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
内
戦
に
お
け
る
反
徒
の
団
体
を
こ
の
よ
う
な
単
な
る
私
人
や
私
人
の
集
団
と
同
視

で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
。
こ
の
Ｉ
Ｌ
Ｃ
草
案
注
釈
の
中
に
お
い
て
も
、
「
反
徒
剛
体
の
機
関
の
行
為
」
に
関
連
し

て
、
「
反
乱
の
初
期
に
お
い
て
は
後
に
反
徒
団
体
の
機
関
と
な
る
者
の
行
動
が
私
人
の
行
動
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

：
し
か
し
反
徒
剛
体
ｌ
こ
の
川
絲
が
倒
際
法
に
お
い
て
持
つ
懲
味
に
お
い
て
の
ｌ
が
形
成
さ
れ
る
や
否
や
状
況
が
変
わ
る
。

こ
の
時
以
後
、
国
家
と
並
ん
で
、
そ
の
国
家
の
主
権
あ
る
い
は
統
治
の
下
に
あ
る
領
域
の
一
部
に
お
い
て
、
自
ら
の
機
榊
を
持
ち
、
そ

の
反
徒
団
体
自
体
の
た
め
に
行
動
す
る
機
関
を
持
つ
組
織
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
反
徒
団
体
の
組
織
を
構
成
し
、
そ
の
団

体
の
た
め
に
行
動
す
る
機
関
は
そ
の
国
家
の
機
関
で
は
な
い
。
そ
れ
は
暴
動
や
大
衆
示
威
活
動
に
参
加
し
て
い
る
私
人
が
そ
う
で
な
い

の
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
反
徒
団
体
の
機
関
は
、
も
し
そ
の
行
動
が
反
徒
団
体
に
課
せ
ら
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
国
際
義
務
の
違
反

を
櫛
成
す
る
な
ら
ば
、
反
徒
団
体
の
機
関
と
し
て
、
反
徒
団
体
自
体
に
対
す
る
国
際
責
任
を
も
た
ら
す
べ
き
行
動
を
行
な
う
こ
と
に
な

私
人
ま
た
は
私
人
の
染
団
の
行
為
も
ま
た
、
次
の
場
合
に
は
、
国
際
法
上
、
国
家
の
行
為
と
み
な
さ
れ
る
。

側
当
該
私
人
ま
た
は
私
人
の
集
団
が
、
事
実
上
、
国
家
に
代
わ
っ
て
行
動
し
て
い
た
こ
と
が
確
証
さ
れ
る
場
合
、
ま
た
は
、

⑪
権
限
を
有
す
る
公
の
当
局
が
存
在
せ
ず
、
か
つ
、
そ
の
統
治
権
の
一
部
の
行
使
が
正
当
化
さ
れ
る
状
況
に
お
い
て
、
当
該
私
人

ま
た
は
私
人
の
集
団
が
、
事
実
上
、
当
該
統
治
権
限
を
行
使
し
て
い
る
場
合
壁
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反
徒
の
構
成
員
の
な
か
の
個
人
あ
る
い
は
そ
の
複
数
の
集
団
が
、
反
徒
の
団
体
と
し
て
の
行
動
か
ら
離
れ
て
、
事
実
上
、
外
国
の
機

関
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
は
あ
り
え
よ
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
こ
の
Ｉ
Ｌ
Ｃ
草
案
第
八
条
の
規
定
が
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

反
徒
の
団
体
全
体
を
「
私
人
ま
た
は
私
人
の
集
団
」
と
同
視
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
反
徒
の
団
体
は
、
少
な
く
と
も
事
実
上
、

そ
れ
自
体
の
あ
る
程
度
の
主
体
性
を
持
ち
う
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
反
徒
の
組
織
が
ど
の
程
度
の
も
の
と
な
っ
た
場
合
で

あ
る
か
は
困
難
な
問
題
で
あ
る
し
、
ま
た
法
的
に
ど
の
よ
う
な
地
位
が
当
然
に
与
え
ら
れ
る
の
か
も
難
し
い
問
題
で
は
あ
る
扇
）
し
か
し
、

住
民
の
支
持
を
得
て
、
事
実
上
、
政
府
と
対
抗
し
う
る
ほ
ど
の
勢
力
・
組
織
を
有
す
る
に
至
っ
た
反
徒
は
、
「
私
人
ま
た
は
私
人
の
集

団
」
と
同
視
さ
れ
難
い
存
在
で
あ
る
。

で
は
そ
の
よ
う
な
反
徒
の
組
織
が
丸
ご
と
外
国
の
叩
隊
と
化
す
と
い
う
可
能
性
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
国
際
人
適
法
上
の
軍
隊
の
一

般
的
な
定
義
と
し
て
は
一
九
七
七
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
一
追
加
縦
走
替
第
四
三
条
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
紛
争
当
事
国
の
軍

隊
は
、
部
下
の
行
動
に
つ
い
て
当
該
紛
争
当
小
国
に
対
し
て
責
任
を
負
う
司
令
部
の
下
に
あ
る
組
織
さ
れ
、
武
装
さ
れ
た
す
べ
て
の
兵

力
、
集
団
及
び
部
隊
か
ら
成
る
（
当
該
紛
争
当
事
国
を
代
表
す
る
政
府
又
は
当
局
が
敵
対
す
る
紛
争
当
事
国
に
よ
り
承
認
さ
れ
て
い
る

か
い
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
。
耶
隊
は
、
内
部
規
律
制
度
（
特
に
武
力
紛
争
の
際
に
適
用
さ
れ
る
国
際
法
の
諸
規
則
の
遵
守
を
強
制
す

る
内
部
規
律
制
度
）
に
従
う
も
の
と
す
る
動
）
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
の
定
義
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
外
国
軍
化
」
し
た
反
徒
に
つ
い
て

も
当
て
は
め
ら
れ
う
る
。
こ
の
定
義
の
な
か
の
「
紛
争
当
事
国
の
軍
隊
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
「
こ
の
条
件
の
原
理
は
、
国
家
又
は
国

際
法
の
主
体
た
る
実
体
に
代
わ
っ
て
行
動
す
る
組
織
及
び
個
人
の
み
を
承
認
・
保
護
し
、
個
人
あ
る
い
は
集
団
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
私

（
渦
）

戦
を
排
除
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
の
説
明
は
妥
当
で
あ
る
。
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
つ
な
が
り
が
必
要
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
’
九

○
七
年
の
ハ
ー
グ
規
則
以
来
の
不
正
規
軍
に
つ
い
て
の
規
麓
の
解
釈
と
し
て
、
「
そ
の
つ
な
が
り
は
そ
の
独
立
し
た
軍
隊
が
な
ん
ら
か

の
方
法
で
そ
の
紛
争
当
事
国
に
代
わ
っ
て
行
動
し
て
お
れ
ば
、
そ
し
て
そ
の
当
事
国
が
そ
の
集
団
の
行
動
に
つ
い
て
責
任
を
負
っ
て
い
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（
花
》

れ
ぱ
、
存
在
す
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
外
国
に
占
領
さ
れ
た
地
域
に
お
い
て
抵
抗
連
動
団
体
が
組
織
共
こ
れ
、
そ
の
組
織
が

（
刀
）
（
ね
）

占
領
寵
に
対
し
て
戦
闘
行
為
を
行
な
う
と
い
う
場
△
ロ
に
は
、
そ
の
紛
争
当
事
国
と
の
つ
な
が
り
は
推
定
さ
れ
や
す
い
。
し
か
し
外
国
の

反
徒
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
推
定
は
は
た
ら
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
、
ど
の
程
度
の
つ
な
が
り
が
あ
れ
ば
外
国
の
軍
隊
と

な
っ
て
い
る
と
認
識
で
き
る
の
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ニ
カ
ラ
グ
ァ
事
件
、
目
色
＆
◎
事
件
、
、
畠
・
事
件
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い

（
ね
）

て
こ
の
反
徒
の
「
外
国
軍
化
」
に
つ
い
て
検
討
其
ど
れ
た
。
そ
こ
で
は
「
一
方
の
側
の
従
属
・
他
方
の
側
の
支
配
の
関
係
」
「
実
効
的
支

（
卿
）

（
Ⅱ
）

配
」
「
全
般
的
な
政
治
的
軍
事
的
支
配
」
と
い
う
表
現
で
こ
の
反
徒
の
外
国
軍
化
を
判
断
す
う
っ
基
準
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
内
容
は
必
ず

し
も
明
確
な
も
の
と
は
言
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
表
現
の
内
容
は
個
々
の
事
例
に
照
ら
し
て
具
体
的
に
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

て
、
一
般
的
・
抽
象
的
表
現
か
ら
判
断
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
反
徒
が
戦
闘
遂
行
に
必
要
な
諸
条
件
を
当

該
外
国
に
依
存
し
て
い
る
と
し
て
も
、
反
徒
自
身
が
当
該
外
国
の
軍
隊
で
あ
る
こ
と
を
名
乗
ら
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
よ
う
な
認
定
に
は

慎
重
で
あ
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
「
依
存
度
の
高
い
同
盟
軍
」
と
し
て
認
識
で
き
る
か
ぎ
り
は
、
そ
の
よ
う
に
認
識
す
べ
き
で
は
な
か

ろ
う
か
。
反
徒
の
「
外
国
軍
化
」
を
認
め
る
こ
と
は
、
反
徒
お
よ
び
そ
れ
を
支
持
す
る
住
民
の
自
主
性
・
自
律
性
を
否
定
し
か
ね
な
い

か
ら
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
反
徒
自
身
が
当
該
外
国
の
軍
隊
で
あ
る
こ
と
を
名
乗
り
、
既
存
の
政
府
と
の
戦
闘
に
勝
利
し
た
後
は
当

該
外
国
の
一
部
と
な
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
時
に
は
そ
の
よ
う
な
反
徒
の
「
外
国
軍
化
」
を
認
め
る
条
件
が
整
っ
て
い
る
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
旧
ユ
ー
ゴ
、
と
く
に
ポ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
紛
争
の
場
合
に
当
て
は
め
て
考
え
れ
ば
、
非
常
に
微

妙
な
点
に
逢
着
す
る
。
独
立
国
家
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
な
か
の
「
反
徒
」
で
あ
る
セ
ル
ビ
ア
人
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦

共
和
国
（
新
ユ
ー
ゴ
）
と
、
そ
し
て
ク
ロ
ア
チ
ア
人
は
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
と
極
め
て
近
い
関
係
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
「
大
セ
ル
ビ
ァ

（
皿
）

主
義
」
「
大
ク
ロ
ァ
チ
ァ
主
義
」
●
を
実
現
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
と
ｊ
ｂ
い
わ
れ
て
い
る
。
実
際
、
弓
且
一
○
事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決

（
一
九
九
七
年
五
月
七
日
）
に
お
い
て
、
ポ
ス
ニ
ァ
の
セ
ル
ビ
ァ
人
の
政
治
指
導
者
た
ち
は
大
セ
ル
ビ
ァ
の
一
部
と
し
て
新
ユ
ー
ゴ
と
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合
体
し
て
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
セ
ル
ビ
ア
人
地
域
を
統
合
す
る
と
い
う
目
的
を
公
言
し
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
ポ
ス
ニ
ア
の
セ
ル

（
鋼
）

ビ
ア
人
の
多
数
の
望
み
で
も
あ
っ
た
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
ム
ロ
に
は
、
ニ
カ
ラ
グ
ァ
事
件
の
よ
う
な
「
外
国
国
家
」

が
「
内
戦
の
反
徒
」
を
支
援
す
る
状
況
と
は
異
な
り
、
反
徒
が
「
外
国
軍
化
」
し
う
る
側
面
も
認
め
ら
れ
易
い
の
で
あ
る
。

〃－－

７３
－〆

￣、

７２
，－〆

－へグー、

７１７０
、－〆、－〆

グー、

６９
－ジ

）
田
匿
罰
、
○
○
門
（
胃
自
国
同
」
ご
目
司
ｚ
』
目
Ｃ
冥
些
ト
ト
レ
ミ
ロ
）
ミ
ミ
田
臼
Ｓ
く
こ
蔓
ぐ
・
］
ロ
日
Ｃ
ｐ
Ｕ
ｍ
１
ｏ
ｐ
の
己
・
國
忠
．
（
な
お
訳

に
際
し
て
、
村
瀬
信
也
監
訳
「
『
国
家
責
任
』
に
関
す
る
条
文
草
案
注
釈
（
｜
）
」
「
立
教
法
学
』
第
二
三
号
（
一
八
九
頁
）
、
お
よ
び
、
田

畑
茂
二
郎
、
高
林
秀
雄
編
集
代
表
「
ベ
ー
シ
ッ
ク
条
約
集
」
（
東
信
堂
）
（
’
二
九
頁
）
を
参
考
に
し
た
。
）

｛
図
＆
．
〈
村
瀬
信
也
監
訳
、
同
資
料
、
一
九
○
頁
）

】
団
匪
宛
ロ
○
○
【
＆
剣
自
国
回
」
ご
白
岡
司
冥
」
目
○
三
』
ド
ト
ニ
ミ
〔
ご
ミ
ミ
己
巴
○
之
己
忌
ぐ
・
白
日
の
ロ
日
．
③
］
‐
胃
。
（
村
瀬
信
也
監

訳
、
同
資
料
、
二
一
一
頁
）
な
お
、
こ
の
Ｉ
Ｌ
Ｃ
草
案
の
注
釈
の
脚
注
に
お
い
て
「
内
戦
当
事
国
の
領
域
及
び
人
民
の
一
部
に
対
す
る
反
徒

政
府
の
実
効
的
支
配
に
よ
っ
て
、
国
際
法
の
意
味
に
お
け
る
国
家
に
類
似
す
る
実
体
が
形
成
さ
れ
る
。
」
と
の
【
巴
⑩
の
口
の
著
述
が
引
用
さ
れ

て
い
る
。
（
』
守
氏
’
己
’
旨
，
）

Ｉ
Ｌ
Ｃ
草
案
の
注
釈
に
お
い
て
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
回
避
さ
れ
て
い
る
（
［
ｏ
国
・
・
ロ
・
旨
・
村
瀬
信
也
監
訳
、
同
資
料
、
二
一
一
～

二
一
二
頁
）
。
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
共
通
第
三
条
に
お
い
て
も
一
九
七
七
年
第
二
追
加
議
定
書
に
お
い
て
も
反
徒
の
地
位
の
承

認
に
つ
な
が
る
規
定
は
排
除
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
追
加
議
定
瞥
第
一
条
に
お
け
る
反
徒
の
要
件
（
「
締
約
国
の
領
域
内
に
お
い
て
、

責
任
あ
る
指
揮
の
下
に
、
持
続
的
か
つ
協
同
的
軍
事
行
動
を
実
行
し
こ
の
議
定
書
の
実
施
を
可
能
に
す
る
程
度
の
支
配
を
そ
の
領
域
の
一
部

に
対
し
て
行
使
す
る
反
乱
軍
隊
又
は
他
の
組
織
的
武
装
集
団
こ
は
、
あ
く
ま
で
も
第
二
追
加
議
定
書
の
適
用
条
件
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う

な
要
件
を
満
た
し
た
反
徒
団
体
に
対
し
て
な
ん
ら
か
の
法
的
地
位
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
。
（
こ
の
点
に
関
し
て
、
樋
口
一
彦
「
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
諸
条
約
第
二
追
加
議
定
書
に
お
け
る
反
徒
の
地
位
」
「
関
西
大
学
大
学
院
法
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
第
五
○
号
参
照
）

山
本
章
二
編
集
代
表
「
国
際
条
約
集
一
九
九
八
年
版
」
（
有
斐
閣
）
六
六
三
頁
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〆￣、〆￣～

７７７６
，－〆昌一

一、

７５
，－戸

グー、

７４
－〆

〆￣－

７８
、－〆

ヂー、〆－

８０７９
、‐〆、＝〆

三
】
Ｑ
］
シ
巴
国
○
ｓ
西
口
【
シ
再
ほ
』
。
⑩
因
司
っ
シ
幻
日
の
○
四
》
ミ
ン
ほ
り
団
ニ
ン
再
シ
・
の
。
Ｐ
団
三
回
冨
司
ロ
ト
目
前
ｄ
司
己
○
国
三
ｍ

。
、
二
元
ミ
缶
巳
○
ｏ
ｚ
齢
Ｅ
Ｓ
国
Ｏ
・
ミ
ヨ
甸
員
ｐ
ｑ
ｏ
ｐ
Ｓ
の
弓
Ｅ
・
ご
「
ご
〕
、
。
｛
・
８
（
の
二
食
§
曰
・
目
冒
。
Ｓ
・
・
§
ｇ
Ｑ
Ｏ
・
弓
の
己
（
‐

。
「
】
の
具
」
壇
や
（
ご
缶
）
己
・
圏
「
・

陸
戦
ノ
法
規
慣
例
一
一
関
ス
ル
条
約
附
属
書
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
二
関
ス
ル
規
則
第
一
条
（
山
本
草
二
編
集
代
表
「
国
際
条
約
集
一
九
九
八

年
版
」
（
有
斐
閤
）
五
七
五
頁
）

三
］
○
四
シ
固
い
口
○
弓
四
国
バ
ン
、
げ
」
○
の
因
句
勺
シ
■
『
の
○
四
・
三
シ
Ｆ
Ｄ
固
三
シ
■
シ
・
の
○
伊
因
○
℃
・
骨
・
・
の
筐
ご
ミ
ニ
ｏ
富
『
《
已
・
圏
一
・

一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
捕
虜
条
約
第
四
条
に
つ
い
て
の
赤
十
字
国
際
委
員
会
の
注
釈
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ

れ
て
い
る
。
「
飛
隊
の
一
部
を
柵
成
し
な
い
場
合
の
民
兵
隊
及
び
義
男
隊
（
組
織
的
抵
抗
迎
励
剛
体
を
含
む
。
）
は
、
も
ち
論
一
般
適
用
条
件

（
第
二
条
）
を
充
た
す
場
合
に
限
り
こ
の
条
約
の
利
益
を
う
け
る
。
抵
抗
運
動
団
体
は
第
二
条
に
い
う
「
紛
争
当
事
国
」
の
た
め
に
戦
闘
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
民
兵
隊
及
び
義
勇
隊
は
そ
れ
自
身
「
紛
争
当
事
国
」
と
称
す
る
資
格
が
な
い
か
ら
、

非
国
際
紛
争
に
関
す
る
第
三
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
相
互
関
係
を
樹
立
す
る
方
法
に
関
し
て
は
、
国
際
法
は
箸
る
し
い
進
歩
を
遂

げ
て
い
る
。
昔
の
条
約
文
の
作
成
者
は
主
権
者
に
よ
る
通
常
は
文
瞥
に
よ
る
明
示
の
承
認
の
要
件
を
入
れ
る
こ
と
に
意
見
が
一
致
し
、
こ
れ

は
一
八
七
○
年
’
一
八
七
一
年
の
独
仏
戦
争
の
際
に
も
同
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ヘ
ー
グ
会
議
以
来
、
こ
の
条
件
は
肝
要
な
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
な
い
。
抵
抗
迎
励
団
体
と
戦
争
状
態
に
あ
る
国
際
法
上
の
主
体
と
の
間
に
事
実
上
の
関
係
が
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
て
、
こ
の

相
互
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
。
抵
抗
迎
助
団
体
が
ど
ち
ら
の
側
の
た
め
に
戦
闘
を
し
て
い
る
か
明
瞭
に
分
か
る
よ
う
な
戦
闘

行
動
で
あ
る
な
ら
ば
、
黙
示
の
同
意
だ
け
で
そ
の
関
係
は
表
明
さ
れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
」
（
榎
本
重
治
、
足
立
純
夫
共
訳
「
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
条
約
解
説
Ⅲ
」
（
朝
雲
新
聞
社
）
五
九
頁
）

も
っ
と
極
端
な
場
合
と
し
て
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
第
二
条
の
「
群
民
蜂
起
」
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
状
況
に
お
い
て
は
、
私
人
の
行

動
が
当
該
国
家
の
行
動
と
し
て
当
然
に
見
倣
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ニ
カ
ラ
グ
ァ
事
件
判
決
：
・
・
（
（
急
の
§
日
二
・
一
の
⑪
：
「
の
。
］
ｓ
・

弓
且
一
Ｃ
事
件
判
決
○
℃
．
。
（
』
・
》
②
５
，
口
二
・
一
の
冒
己
■
『
Ｐ
⑪
・
Ｓ
Ｐ
Ｓ
⑰
。
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お
わ
り
に

内
戦
に
お
け
る
残
虐
行
為
に
対
す
る
個
人
の
刑
事
処
罰
に
関
す
る
国
際
法
は
、
こ
こ
数
年
の
う
ち
に
急
速
な
展
開
を
示
し
て
い
る
。

「
今
日
の
法
と
五
年
前
の
法
を
比
べ
れ
ば
、
個
人
的
刑
事
責
任
の
分
野
に
お
い
て
、
明
確
に
国
際
法
は
よ
り
大
き
な
刑
事
化
に
向
か
つ

（
出
）

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
」
と
の
評
価
は
否
定
し
が
た
い
。
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
も
採
択
さ
れ
、
そ
の
中
で
は
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国

（
鰯
）

際
人
道
法
の
違
反
も
「
戦
争
犯
罪
」
の
部
類
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
で
も
「
国
際
紛
争
に
適
用

さ
れ
る
国
際
人
道
法
」
と
「
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
」
が
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
両
者
は
本
来
そ
の
性
一
質
を
異
に

す
る
も
の
で
あ
る
。
人
道
法
の
適
用
さ
れ
る
当
該
紛
争
が
国
際
的
武
力
紛
争
で
あ
る
の
か
非
国
際
的
武
力
紛
争
で
あ
る
の
か
は
、
従
っ

て
、
依
然
と
し
て
基
本
的
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
国
際
的
あ
る
い
は
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
残
虐
行
為
を
行
な
っ
た
者
を
国

際
裁
判
所
あ
る
い
は
国
内
裁
判
所
が
裁
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
第
一
に
、
当
該
武
力
紛
争
が
国
際
的
な
も
の
か
あ
る
い
は
非
国
際

的
な
も
の
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
こ
と
に
よ
り
、
適
用
法
規
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
現
在
、
世
界
に
お
い
て
は

〈
鰯
）

純
粋
な
国
内
紛
争
よ
り
も
混
△
ロ
紛
争
あ
る
い
は
国
際
化
さ
れ
た
内
戦
が
多
い
、
と
も
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
国
際
化
さ
れ
た
内
戦
に

お
い
て
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
に
関
し
て
、
旧
ユ
ー
ゴ
国
際
刑
事
裁
判
所
判
例
の
中
で
ひ
と
つ
の
重
要
な
論
点
と
な
っ
て
い
る
の
が

本
稿
で
取
り
上
げ
た
「
反
徒
の
外
国
軍
化
に
よ
る
国
際
化
」
で
あ
る
。

〆色へ

８３
、－ン

一、￣、

８２８１
－戸一

因
、
］
』
・
事
件
決
定
○
℃
・
§
．
．
②
§
ａ
ｐ
ｏ
←
⑮
』
『
：
３
・
患
．

こ
の
「
大
セ
ル
ビ
ァ
主
義
」
「
大
ク
ロ
ァ
チ
ァ
主
義
」
に
つ
い
て
、
千
田
善
『
ユ
ー
ゴ
紛
争
－
多
民
族
・
モ
ザ
イ
ク
国
家
の
悲
劇
」
（
講
談

社
）
一
九
五
－
二
○
六
頁
参
照
。

弓
且
旨
事
件
判
決
○
℃
・
日
・
》
②
５
日
二
・
一
の
国
『
ロ
日
Ｐ
の
＆
。
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Ｉ
Ｃ
Ｊ
ニ
カ
ラ
グ
ァ
事
件
に
お
い
て
こ
の
「
反
徒
の
外
国
軍
化
」
は
国
家
責
任
の
帰
属
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
他
方
旧
ユ
ー
ゴ

国
際
刑
事
裁
判
所
で
は
こ
の
「
反
徒
の
外
国
軍
化
」
が
当
該
紛
争
の
国
際
性
を
判
断
す
る
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
国
家
責

任
の
帰
属
の
問
題
と
当
該
紛
争
の
国
際
性
の
問
題
は
同
一
問
題
の
裏
表
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
別
個
の
基
準
で
別
々
に
考
え
る
と
い

う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
「
反
徒
の
外
国
軍
化
」
を
認
定
す
る
基
準
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
判
決
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
が
用
い

ら
れ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
、
決
し
て
具
体
的
で
も
明
確
で
も
な
い
。
た
だ
、
事
実
上
の
主
体
た
る
反
徒
は
私
人
あ
る
い
は
私
人
の
集

団
と
同
視
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
武
力
紛
争
遂
行
に
お
い
て
は
あ
る
程
度
の
主
体
性
を
事
実
上
有
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
か
ら
は
「
反
徒
の
外
国
軍
化
」
を
容
易
に
認
め
る
こ
と
に
は
騰
踏
を
覚
え
る
。
た
だ
し
ポ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ッ
ェ

ゴ
ビ
ナ
紛
争
の
状
況
に
お
い
て
は
反
徒
お
よ
び
そ
の
母
体
と
な
る
住
民
が
介
入
外
国
と
極
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
る
、
と
い
う
要
素
が

考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
反
徒
の
外
国
軍
化
」
に
よ
る
当
該
紛
争
の
国
際
性
の
認
定
の
直
接
的
効
果
と
し
て
、
当
該
紛
争
に
「
国
際
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
国（
師
）

際
人
道
法
」
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
し
て
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
の
国
が
当
事
国
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
条
約
の
「
重
大
な
違
反
行
為
」
に
つ
い
て
の
規
定
も
多
く
の
場
合
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸

条
約
に
お
け
る
「
重
大
な
違
反
行
為
」
は
、
そ
れ
自
体
、
締
約
国
の
捜
査
・
裁
判
又
は
引
渡
し
の
義
務
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

（
卸
）

犯
罪
性
に
つ
い
て
そ
の
他
の
違
反
行
為
と
区
別
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
旧
ユ
ー
ゴ
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
（
第
一
一
条
）
や
国

際
刑
事
裁
判
所
規
程
（
第
八
条
２
項
ａ
）
な
ど
の
よ
う
に
こ
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
お
け
る
「
重
大
な
違
反
行
為
」
に
つ
い
て
当
該

裁
判
所
が
管
轄
権
を
持
つ
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
他
の
義
務
と
は
質
的
な
違
い
が
生
じ
う
る
。
（
も
っ
と
も
、
旧
ユ
ー
ゴ
国
際
刑

事
裁
判
所
規
程
に
お
い
て
も
（
第
三
条
）
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
に
お
い
て
も
（
第
八
条
２
項
ｂ
）
そ
の
他
の
違
反
行
為
を
も
裁
判
所

の
管
轄
内
に
取
り
入
れ
て
い
る
が
。
）
外
国
軍
の
介
入
し
た
内
戦
に
お
け
る
残
虐
行
為
に
対
し
て
国
際
裁
判
所
あ
る
い
は
（
第
三
国
の
）
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・
国
内
裁
判
所
が
刑
事
裁
判
権
を
行
使
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
「
反
徒
の
外
国
軍
化
」
に
よ
る
当
該
紛
争
の
国
際
性
を
認
定
し
て
「
国
際

紛
争
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
」
（
特
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
お
け
る
「
重
大
な
違
反
行
為
」
）
を
適
用
す
る
と
い
う
方
法
が
一
方

で
あ
り
う
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
選
択
肢
と
し
て
「
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
」
あ
る
い
は
当
該
領
域
国
（
又
は
第
三
国
）
の
国

内
刑
法
を
適
用
す
る
と
い
う
方
法
が
あ
る
。
当
該
残
虐
行
為
を
放
置
せ
ず
、
違
反
者
を
処
罰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
秩
序
を
維
持
し
、

（
曲
）

さ
ら
な
る
違
反
を
抑
止
す
る
と
い
う
目
的
に
お
い
て
は
両
者
は
大
差
は
な
い
と
田
心
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
国
際
裁
判
所
あ
る
い
は
第
三
国

の
国
内
裁
判
所
が
反
徒
の
交
戦
資
格
を
〈
黙
示
的
に
）
前
提
と
す
る
な
ら
蝿
、
「
国
際
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
」
と
「
内
戦

に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
」
を
区
別
す
る
必
要
性
は
、
本
来
、
あ
ま
り
な
い
。
し
か
し
、
現
行
国
際
法
上
こ
の
両
者
は
区
別
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
ゆ
え
当
該
紛
争
の
国
際
性
の
判
断
も
必
要
な
の
で
は
あ
る
が
、
究
極
的
に
は
こ
の
反
徒
の
国
際
人
道
法
上
の
法
的
地
位
を

ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
後
の
国
際
立
法
に
お
い
て
反
徒
に
交
戦
資
格
を
明
示
的
に
認
め
る
と
い

う
可
能
性
は
き
わ
め
て
低
い
。
し
か
し
他
方
で
「
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
」
違
反
を
「
戦
争
犯
罪
」
と
し
て
処
罰
す
る
と
い

う
傾
向
が
出
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
際
、
国
際
裁
判
所
あ
る
い
は
第
三
国
の
国
内
裁
判
所
が
反
徒
の
交
戦
資
格
を
黙
示
的
に
前
提

と
す
る
と
と
も
に
、
「
国
際
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
」
と
「
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
」
を
量
的
に
（
質
的
に
で
は

な
く
）
区
別
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
当
面
、
当
該
紛
争
の
国
際
性
を
判
断
す
る
要
素
と
し
て
、
「
反
徒
の

外
国
軍
化
」
の
可
能
性
を
も
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

〆■～

8５
，－

（
“
〉

国
の
・
・
・
同
昌
の
『
・
ロ
ム
の
頁
の
『
ゴ
：
。
：
｜
旨
二
三
。
ご
曰
困
一
・
三
一
口
ａ
の
○
風
目
：
」
】
鳳
口
二
・
・
□
軍
．
回
冒
○
℃
⑩
目
白
・
冒
再
Ｑ
｛
こ
｛
員
。
Ｔ

再
ｐ
獣
○
胃
口
（
ト
ロ
Ｅ
④
（
］
②
②
巴
己
・
四
○
・

第
八
条
２
項
何
、
⑥
（
『
頁
⑩
３
貝
（
：
Ｐ
』
い
⑩
、
。
（
量
貝
の
、
（
ロ
』
、
ぐ
。
］
・
ヨ
（
］
垣
呂
）
弓
・
］
ｇ
の
‐
』
ｓ
②
．
）
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８９８８８７８６
－〆～￣￣〆－戸

（
帥
）
こ
の
点
に
関
し
て
、
樋
口
一
彦
、
前
掲
、
注
（
⑬
）
、
一
八
一
－
一
八
二
頁
参
照
。

罠
８
。
。
『
三
・
『
・
Ｐ
８
・
§
・
・
駒
５
，
．
．
．
－
．
霞
已
・
蹟
・

三
目
苗
冥
塑
目
○
三
四
伊
甸
固
己
因
言
。
、
自
罠
ロ
宛
口
Ｄ
Ｃ
宛
魚
閉
ｚ
・
・
息
（
」
忠
⑭
）
目
・
］
認
‐
思
・

こ
の
点
に
関
し
て
、
榎
本
正
治
、
足
立
純
夫
共
訳
『
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
解
説
Ⅳ
」
（
朝
霞
新
聞
社
）
六
七
二
～
六
七
三
頁
参
照
。

た
だ
、
国
際
紛
争
に
適
用
き
れ
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
「
重
大
な
違
反
行
為
」
に
つ
い
て
は
各
締
約
国
刑
事
管
轄
権
の
普
遍
的
適
用
が
問

題
と
さ
れ
る
余
地
の
な
い
の
に
対
し
て
、
第
三
国
が
他
国
の
内
戦
に
自
国
国
内
刑
法
を
普
遍
的
に
適
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
管
轄
樅
行
使

の
点
で
疑
問
の
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
蓬
し
か
し
、
内
戦
に
お
け
る
国
際
人
適
法
述
反
が
国
際
的
な
関
心
瓢
と
な
る
に
し
た
が
っ
て
、

こ
の
述
反
行
為
に
対
す
る
弗
三
図
刑
法
の
普
過
的
な
管
輔
椛
行
使
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
（
こ
の
問
題
に
関

し
て
、
樋
口
一
彦
、
前
掲
、
注
（
郡
）
、
愛
知
正
博
「
国
際
刑
馴
裁
判
所
の
管
納
椛
の
合
法
性
」
『
中
京
法
学
」
第
一
一
一
三
巻
第
３
，
４
号
合
併

し
て
、
樋
［

号
、
参
照
）

二
九
九
九
年
六
月
一
Ⅱ
橘
）


